
ケニア共和国
洪水に脆弱な地域における

効率的な洪水管理のための能力開発
プロジェクト

中間レビュー調査報告書

独立行政法人国際協力機構

平成25年10月
（2013年）

環境

13-223

JR

地球環境部





ケニア共和国
洪水に脆弱な地域における

効率的な洪水管理のための能力開発
プロジェクト

中間レビュー調査報告書

独立行政法人国際協力機構

平成25年10月
（2013年）

地球環境部





 

 

    

    

目目目目    次次次次    

 

 

 

略語表 ..................................................................................................................................... 1 

評価調査結果要約表 ............................................................................................................... 2 

第 1 章 中間レビュー調査の概要 ....................................................................................... 13 

1-1 調査背景 .................................................................................................................... 13 

1-2 調査目的 .................................................................................................................... 13 

1-3 調査手順 .................................................................................................................... 13 

1-4 調査団員 .................................................................................................................... 14 

1-5 調査日程 .................................................................................................................... 14 

第 2 章 プロジェクト概要 .................................................................................................. 16 

2-1 プロジェクト背景 ...................................................................................................... 16 

2-2 プロジェクト概略 ...................................................................................................... 17 

第 3 章  プロジェクトの実績・実施プロセス ..................................................................... 20 

3-1 投入 ............................................................................................................................ 20 

3-2 活動 ............................................................................................................................ 21 

3-3 成果 ............................................................................................................................ 23 

3-4 プロジェクト目標 ...................................................................................................... 24 

3-5 上位目標 .................................................................................................................... 25 

3-5 実施プロセス ............................................................................................................. 26 

第 4 章  評価結果 ................................................................................................................. 30 

4-1 5項目評価 .................................................................................................................. 30 

4-1-1 妥当性 ................................................................................................................. 30 

4-1-2 有効性 ................................................................................................................. 32 

4-1-3 効率性 ................................................................................................................. 33 

4-1-4 インパクト.......................................................................................................... 33 

4-1-5 持続性 ................................................................................................................. 34 

4-2 結論 ............................................................................................................................ 34 

第 5 章  提言 ........................................................................................................................ 36 

5-1 コミュニティ防災活動（非構造物対策）に関する提案 ........................................... 36 

5-2 プロジェクト全体に関する提言 ................................................................................ 41 

 

 



 

 

付属資料 

1. 協議議事録（英文：M/M） 

2. 合同評価報告書（英文） 

Annex 1: Project Design Matrix (PDM) 

Annex 2: List of Japanese Experts 

Annex 3: List of Procured Equipment 

Annex 4: List of Training Courses in Japan 

Annex 5: List of Counterpart Personnel 

Annex6: Project Cost Born by Kenyan Side 

Annex7: Achievement of the Project Activities in PDM 

 



 

1 

 

略語表略語表略語表略語表 

 

CBO Community Based Organization 地域住民組織 

CMS Catchment Management Strategy 流域管理戦略 

FMU Flood Management Unit 洪水管理ユニット 

GOK Government of Kenya ケニア政府 

IFM Integrated Flood Management 統合洪水管理 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動に関する政府間パネル 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

KRCS Kenya Red Cross Society ケニア赤十字 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MWI Ministry of Water and Irrigation 水灌漑省 

NGO Non-Governmental Organization 非政府組織 

ODA Official Development Assistance  政府開発援助 

PDM Project Design Matrix プロジェクトデザインマトリックス 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

SCMP Sub-Catchment Management Plan サブ流域管理計画 

WDC WRUA Development Cycle 水資源利用組合開発サイクル 

WG Working Group ワーキンググループ 

WRMA Water Resources Management Authority 水資源管理庁 

WRUA Water Resource Users Association 水資源利用組合 

WSTF Water Service Trust Fund 水サービス信用基金 

 



 

 2

評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 
１１１１.    案件の概要案件の概要案件の概要案件の概要 

国名：ケニア共和国 

  

案件名：洪水に脆弱な地域における効率的な洪水管理のための

能力開発プロジェクト 

分野：水資源・防災 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 

協力期間 2011年 6月~2014年 6月 先方関係機関：水・灌漑省（Ministry of Water and Irrigation: MWI）、

水資源管理庁（Water Resources Management Authority: WRMA） 

 日本側協力機関：国土交通省 

 他の関連協力：－ 

１１１１-１１１１    協力の背景と概要協力の背景と概要協力の背景と概要協力の背景と概要 

ケニア国では、流域面積の大きな河川が多く、雨季には全国で洪水が発生し、年平均で約5,000人の被災

者及び約1.6億円の経済的損失が発生している。特に、2003年に発生したニャンド川を含むヴィクトリア湖

南部流域での大洪水では、約2.2万人が被災した。また、2007年には、タナ川中流域のガリッサ市街区が水

没するほどの洪水が発生し、被害損失は約6.8億円であった。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第4次評価報告書によると、ケニア国を含む東アフリカ地域

は、気候変動の影響により、洪水や干ばつの増加が危惧されており、洪水対策は、気候変動適応策として

益々重要になってくると考えられる。 

ケニア国は、水需要の増加に対応するために全国の水資源管理及び河川管理を定めた水法（Water Act）

を2002年に策定し、水セクターリフォームを行った。流域単位での管理を促進するために、水・灌漑省

（Ministry of Water and Irrigation: MWI）は洪水管理を含む水資源管理を実施する水資源管理庁（Water 

Resources Management Authority: WRMA）を新設し、地域（全国6流域）・サブ地域（全国6流域の支流32

箇所）レベルにも事務所を設けることとした。WRMAは、特に洪水被害の多いヴィクトリア湖沿岸におい

て、「統合洪水管理のための指針（2004）」を策定し、洪水軽減・予警報のために住民啓発や組織強化を

一元的に行う統合洪水管理（Integrated Flood Management: IFM）を行うこととした。 

ケニア国政府は、IFMの普及を目的に日本に対し開発型技術協力プロジェクト「ニャンド川流域統合洪

水管理調査」（2006-2009）を要請するとともに、JICAはヴィクトリア湖沿岸域南部のニャンド川流域にお

いて、IFMに基づく洪水氾濫実績図を作成し、優先コミュニティにおいてコミュニティレベルの洪水対策

計画を策定し、構造物対策と非構造物対策を組合せたパイロット事業を実施した。その後、同調査で実施

したパイロットプロジェクトの成果を拡大するため、無償資金協力「ニャンド川流域気候変動に適応した

コミュニティ洪水対策計画」（2009-2011）を実施した。同協力では、構造物対策として避難所および避難

ルート（橋、道路等）の建設、非構造物対策としてコミュニティの洪水管理能力強化（組織強化、避難訓

練、防災教育等）を組み合わせ、24村でのパイロットプロジェクトを実施した。成果のあったこれらの活

動をニャンド川流域以外に対しても展開することをケニア国政府は計画し、2010年8月にWRMAは本局内

に洪水管理ユニット（Flood Management Unit: FMU)を設置した。 

また、サブ地域レベルで洪水管理を含む水資源管理を促進し、コミュニティによって組織される水資源
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利用者組合（Water Resources Users Association: WRUA）の創設や活動にかかる技術的・財政的支援をする

ために、WRUA開発サイクル（WRUA Development Cycle: WDC）が2007年10月にWRMAと水サービス信用

基金（Water Service Trust Fund: WSTF）の覚書によって創設された。このWDCの枠組みの中で、WRUAが

WSTFから資金を獲得する仕組みが構築されているが、申請プロセスが煩雑であるという問題があった。 

そのWDCの実施促進に向けた、WRMA各層の役割は以下のとおりであった。 

・本局：WDCの質の向上や様々な実施プロセスの見直し 

・地域事務所：サブ流域管理計画（Sub-catchment Management Plan: SCMP）の改善支援やWRUAからの

企画書審査 

・サブ地域事務所：サブ流域におけるWRUAの設立促進やSCMPの作成支援 

しかし、WDCの全国展開を進めるために必要な実施体制・制度は整備されているものの、WRMAにも洪

水管理に係る必要な知識やノウハウがなく、またWSTFも洪水管理の実績がない状況であった。 

そこでケニア国は、給水分野に加え、洪水管理という重要な課題についても、WDCの枠組みに取り入れ、

WRUAなどコミュニティによる洪水管理の活動が全国展開されることを可能にし、WRMA本局、地域事務

所及びサブ地域事務所の洪水管理能力を向上させ、コミュニティ防災活動を支援するため、本プロジェク

トを日本政府に要請した。これを受けて、JICAは2010年9月から10月にかけて詳細計画策定調査を実施し、

2011年2月に討議議事録（R/D）に署名した。 

本調査団は、プロジェクト開始後から約1年半が経過した時点で、ケニア側と合同で本プロジェクトの活

動の進捗状況や目標達成度、成果の発現具合を分析し、プロジェクトの残り期間の課題と今後の方向性に

ついて確認し、合同評価報告書に取りまとめ、合意するとともに、協議議事録（M/M）に署名することを

目的とした。 

 

１１１１-２２２２    協力内容協力内容協力内容協力内容 

（１）上位目標 

統合洪水管理に基づく洪水管理が、全国6流域に適用される。 

 

（２）プロジェクト目標 

プロジェクト対象地域において、コミュニティによる洪水対策を普及するための WRMA の実施体制が確

立される。 

 

（３）成果 

1. WRMAの各層（本局、地域事務所、サブ地域事務所）の洪水管理全般に関する基礎的な能力向上と組

織強化が図られる。 

2．コミュニティ防災活動を支援するための、WRMAの体制及び能力が向上する。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

専門家派遣   長期専門家（チーフアドバイザー/洪水管理行政）延べ 2名 
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コンサルタント（業務主任／防災普及啓発、コミュニティ防災、組織・制度/人材育

成、組織・制度/人材育成 2、防災普及啓発補助/コミュニティ防災補助）延べ 5名 

運営指導調査団 

機材供与    事務所機材（パソコン、プリンター、デジタルカメラ等）、プロジェクト車輛 

本邦研修員受入 1名 

ローカルコスト 31,328千円（在外事業強化費含む） 

相手国側： 

人員      カウンターパート配置（延べ 44名） 

合同調整委員会・ワーキンググループの設置 

土地・施設提供 プロジェクト執務スペース 4 か所（WRMA 本局、サブ地域事務所 3 か所）、家具、

電気、水道代を含む事務所経費 

ローカルコスト 約 2,389千円 

２２２２.    評価調査団の概要評価調査団の概要評価調査団の概要評価調査団の概要 

調査者 （担当分野：氏名 職位） 

団長/総括 江口 秀夫  ケニア事務所長 

協力企画 土井 ゆり子  地球環境部 水資源・防災グループ 防災第二課 主任調査役 

評価分析 山下 里愛   株式会社 JIN コンサルタント 

 

調査期間  2013年 1月 18日〜2013年 2月 16日 評価種類：中間レビュー 

３３３３.    評価結果の概要評価結果の概要評価結果の概要評価結果の概要 

３３３３-１１１１    実績の確認実績の確認実績の確認実績の確認 

（１）成果１ 

本調査時点で、今後の成果達成を促進するような取り組みが行われ始めた段階であり、計画と比べて進

捗が遅れている。 

WRMAの各層（本局、地域事務所、サブ地域事務所）の洪水管理に関する組織強化については、達成の

ための基盤が整備されつつある。WRMA戦略計画（Strategic Plan）案の組織改革に関するJICAからの提案

書を受け、2013年1月にWRMAは新たに洪水管理課を本局、地域事務所（6か所）、サブ地域事務所（14か

所）に設置することを決定した。これは、洪水管理に特化した技術者の配置と新規雇用を促すものであり、

これまで他の業務と兼任であったカウンターパートが常任になることが期待される。さらに、WRMAが洪

水管理全般に関する各層の役割と機能を明確にしたことも、今後の組織強化に貢献すると思われる。 

流域管理戦略（Catchment Management Plan: CMS）の見直しおよび組み込まれるべき洪水管理計画につい

ては、2013年2月現在WRMAがローカルコンサルタントへの再委託業務を公示中である。その委託仕様書

（TOR）作成の際に、日本側プロジェクトチームは、流域単位での統合洪水管理（IFM）に基づいた戦略

と活動を組み込んだ計画内容とするよう助言を行った。今後、ローカルコンサルタントがその仕様書に従

ってCMSを改訂することが望まれる。 

洪水管理全般に関する基礎的な能力強化については、WRMAおよびWRUAに関するキャパシティアセス

メントが2012年11月に実施されたものの、研修の実施が大幅に遅れ、研修計画案が日本側プロジェクトチ
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ームから提案された段階である。教材作成や講師の調達は、研修計画がケニア側と合意された後に迅速に

行わなければならない。一方、能力強化を測るPDMの指標も決まっておらず、現在の状況では達成度を評

価することができない。 

 

（２）成果２ 

活動の遅れが顕著であり、計画と比べて達成度は低いと判断できる。 

パイロットサブ流域（Isiolo、Lumi、Gucha Migori）の決定は、予定通り2011年8月の第1回JCCにおいて

行われたが、その後コミュニティ防災活動を実施するパイロット地区の選定が大幅に遅れている。また、

プロジェクト開始時から本評価時点まで、ローカルコンサルタントによるベースライン調査、洪水状況把

握のための数回に渡る現地調査、WRUAを対象とした洪水ハザードマップの作成や洪水の原因分析が実施

されたが、まだコミュニティにおける構造物および非構造物対策の具体的な計画が作成されていない。特

に、Gucha Migoriでは、2012年3月にWRUAが中心となってコミュニティ洪水管理アクションプランを作成

したが、Isiolo、Lumiではまだ作成されていないため、今後WRMAサブ地域事務所の支援のもとで迅速に

作成されることが求められている。一方、パイロットサブ流域における利害関係者間の調整機能を果たす

流域委員会は、本調査中の1月23日にIsioloで第1回が開催され、Lumiでは2月23日に開催される予定である。

この流域委員会はコミュニティにおける防災活動を促進する中心的な役割を担っており、現地関係者との

連携を促進させ、協力体制を確立させることが重要である。 

ニャンド川流域におけるコミュニティ防災活動の経験の取りまとめと同一流域内での展開方法の検討に

ついては、日本側プロジェクトチームによってパンフレット（事例集）の案が作成されたが、地域特性に

応じてどのような構造物・非構造物が適切だったのかといった分析や教訓が不足しているため、今後追加

される予定である。この事例集は、今後パイロット地区でのコミュニティ防災活動の事例と教訓を取りま

とめる際の参考資料となるため、質の改善が求められている。 

 

（３）プロジェクト目標 

本プロジェクトが開始されてから中間期にあたる本調査時点では、プロジェクト目標の達成見込みを判

断するのは難しい。しかしながら、これまでの活動の進捗や成果の達成度を鑑みると、今後大幅に活動が

促進されなければ、終了時までにプロジェクト目標が予定通り達成される可能性は低いと言える。 

プロジェクト目標である「コミュニティによる洪水対策を普及するためのWRMAの実施体制を確立す

る」ためには、パイロット地区での具体的な構造物および非構造物対策を実施し、経験を蓄積することが

不可欠であるが、本評価時点ではパイロット地区の選定さえ完了していないため、達成が難しい状況であ

る。また、経験を蓄積するためのナレッジマネジメントの仕組みや研修システムの構築について、関連す

る活動が行われていない。 

しかしながら、CMSやSCMPに洪水管理計画が取り込まれる可能性とWRMAの洪水管理対策のための予

算が確保される可能性は高く、プロジェクト目標の達成に貢献する要因もある。目標達成のためには、今

後コミュニティ防災活動を実施する現地関係者との連携を促進させ、協力体制を確立させることが急務で

ある。 
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（４）上位目標 

上位目標は、WRMA およびケニア国政府の重点課題であるとともに、本プロジェクトの方向性とも合致

している。また、WRMA の戦略計画案において、洪水管理が WRMA の役割であることが明確にされたこ

と、WRMA が全国 6流域すべての地域・サブ地域事務所に洪水管理課を設置することを決めたことは、上

位目標の達成に貢献すると期待されるが、現時点で上位目標の達成度を予測することは難しい。 

 

（５）実施プロセス 

本調査における実績の確認や日本側とケニア側の関係者からの聞き取りなどを通じて、以下のような実

施プロセスの問題点・課題が明らかとなった。 

1) プロジェクトマネジメント全般 

PDMや業務指示書等を基本としたプロジェクトの構造や活動のプロセス、全体スケジュールについての

日本側プロジェクトチームの認識が十分ではないため、１つの活動が次の活動に繋がらず、また複数の活

動の実施が成果の達成に結びついていない。また、プロジェクト終了までのスケジュール管理に対する意

識が不足しているため、複数の活動の間の優先順位付けがされておらず、成果達成までの道筋が明確では

ない。 

成果品の品質管理やスケジュール管理が徹底されていないことも問題である。ベースライン調査はロー

カルコンサルタントへの再委託業務として実施されたが、内容が不十分でパイロット地区の選定に必要な

詳細情報（洪水特性や原因の分析、コミュニティの社会経済情報など）が含まれていなかった。しかしな

がら、契約期間の都合上、ベースライン調査は完了し、報告書は未完成のままとなっている。これは、再

委託監理上の問題であると同時に、調査の質を担保するためのフォローアップが日本側によってなされて

いないことを示している。 

さらに、これまでJICAでは関連案件との共同運営指導調査も含め、6 回の運営指導調査団を派遣してお

り、本プロジェクトを円滑に実施するための指摘・提言を毎回行ってきた。しかしながら、日本側プロジ

ェクトチームによるこれらの指摘・提言への対応は十分とは言えず、本調査でも同様の指摘・提言をせざ

るを得ない状況である。これはプロジェクトマネジメント上の大きな問題であり、それぞれの指摘・提言

に誰が責任を持ち、いつまでに対応するか、また期限までに対応できなかった場合にどのようにカバーす

るかといった考えを明確にしなければ、残りのプロジェクト期間内の改善にも繋がらない恐れがある。 

 

2) カウンターパートおよび日本側プロジェクトチーム内のコミュニケーション 

カウンターパートは、他の業務と兼任であるため忙しく、日常的にプロジェクト活動を日本人専門家と

共に行っているわけではない。そのためカウンターパート全員をワーキンググループ（WG）メンバーと

し、3 か月に 1 回程度の会議やワークショップを開くことが日本側から提案され、合意された。また、本

局のカウンターパートと情報共有・コミュニケーションを活発化させるため、週 1 回 FMU と定例会議を

開催し、プロジェクトの進捗を確認しているほか、活動や方針を決定する際にも会議を開き、カウンター

パートの意見・コメントを取り入れるようにしている。 

しかしながら実際は、プロジェクト全般に渡り、カウンターパートとのコミュニケーション・協働作業

が不足していることが明らかとなった。例えば、本調査における FMU メンバーへのインタビューでは、「日
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本人専門家と“書面”での情報共有はされているが、“口頭”でのディスカッションが不足しているため相

互理解が難しい」というコメントが出されている。これは、FMU メンバーが参加する会議において、資料

の準備はされているが、日本側からの目的や内容の説明が不十分なため、その場で何を議論し何を決める

べきかについてケニア側メンバーが理解できていないことを示している。 

加えて、日本側プロジェクトチーム内でも情報共有や意見交換が活発ではない。各団員が現地調査で収

集した情報が他の団員と共有されていなかったり、1 つの活動に対する各団員の意見が異なっているにも

関わらずチーム全体としての方向性の確認・決定がなされていなかったりと、日々の情報マネジメントが

不足している。 

 

3) コミュニティ防災活動の実施体制 

パイロットサブ流域における現地関係者の把握や調整ができておらず、コミュニティレベルでの防災活

動を実施する体制ができていないことも問題である。3つのパイロットサブ流域には、それぞれWRMAサ

ブ地域事務所があり、カウンターパート以外にもプロジェクト雇用のローカルスタッフ（Supervisor）を各

事務所に配置しているが、彼らが中心となってその他の現地関係者と情報交換・連携する仕組みが出来て

いない。特に、地方行政組織が本プロジェクトに果たし得る役割の整理がこれまでされてこなかったため、

コミュニティ防災活動の実施者・受益者・協力者が誰になるかといった基本的なコンセプトが固まってい

ない。 

 

３３３３-２２２２    レビュー結果の要約レビュー結果の要約レビュー結果の要約レビュー結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、以下の理由により「非常に高い」と判断する。 

3 つのパイロットサブ流域において洪水被害は毎年発生しており、気候変動の影響でより頻繁に起こる

ことが懸念されている。本調査直前の 2012年 12月末から 2013年 1 月初旬にかけて Gucha Migoriで洪水

による浸水被害が起こり、調査中の 1 月末には乾季であるにも関わらず Lumi でフラッシュフラッドの被

害が発生した。洪水は住民の社会経済に深刻な影響をもたらしていることから、コミュニティにおける防

災活動、とりわけ構造物と非構造物を組み合わせた IFM アプローチの妥当性は非常に高いと言える。 

洪水管理の実施は、「Kenya Vision2030」及び同 Vision を基にした「ケニア第一期中期国家開発計画

（2008-2012）」に合致している。また、災害管理に関する統合的国家戦略である「国家災害管理政策（2009）」

や 6つの主流域における流域管理戦略の策定を求める「水法（2002）」とも整合している。 

本プロジェクトは、対ケニア国「事業展開計画」（2010）の援助重点分野とされている「気候変動の緩和

と対策」において、近年頻発する洪水被害への地域レベルでの対応能力の向上を掲げる「気候変動対策関

連プログラム」に位置づけられている。また、兵庫行動枠組（2005 年採択）の優先行動 1「防災を国、地

方の優先課題に位置付け、実行のための協力など制度基盤を確保する」、優先行動 2「潜在的なリスク要因

を軽減する」ことにも合致している。 

さらに、パイロットサブ流域の選定が適切であったことも妥当性が高い理由のひとつである。3 地域と

も深刻な洪水被害を受けているだけでなく、その地理的位置から今後地方経済の重点地域としてのポテン

シャルが高いことや、異なった洪水タイプ（フラッシュフラッドおよび短期的・長期的浸水の組み合わせ）
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と異なった社会経済背景を持っており、全国展開を考えた際の良いモデルになることが期待できる。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトの現時点での有効性は、当初計画と比べて「低い」と判断する。IFM アプローチはパイ

ロットサブ流域にとって有効であると期待されるものの、本評価時点で WRMA スタッフの能力強化のた

めの活動が十分実施されておらず、構造物・非構造物対策を組み合わせたコミュニティにおける防災活動

の実施も大幅に遅れているため、プロジェクト目標の達成度は低くなっている。 

プロジェクト目標の 4つの指標のうち、「洪水管理が CMSと SCMPに組み込まれる（指標 2）」および「洪

水管理予算が確保される（指標 4）」は達成が期待されるものの、「洪水管理を担当する WRMA スタッフの

コミュニティ防災活動を実施する能力が向上する（指標 1）」はそれを検証するためのパイロット活動自体

が未だ実施されておらず、また「ナレッジマネジメントの仕組みや研修システムが整備される（指標 3）」

も関連する活動が何も実施されていないため、終了時までにプロジェクト目標が予定通り達成される見込

みは低くなっている。 

目標達成を阻害した要因として、プロジェクト開始当初に実施したローカルコンサルタントによるベー

スライン調査の内容が不十分であったこと、プロジェクトチームによる洪水管理に関する基礎データ（雨

量、流量、水位などの水文データや地形図、衛星写真など）の収集に時間がかかり、流出解析、GIS によ

るハザードマップ作成などが遅れたこと、各パイロットサブ流域委員会の開催が遅れたこと、パイロット

地区の選定や構造物・非構造物対策の具体的な提案と話し合いがされてこなかったこと、能力強化を実施

する具体的取り組み（キャパシティアセスメント、研修、OJT等）が遅れたこと、が挙げられる。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトの効率性は、当初計画と比べて「低い」と判断する。本評価時点までの日本側・ケニア

側による投入（人員、機材、予算）は計画どおりまたはそれ以上であったにも関わらず、それらが有効活

用されていないため、十分な成果の達成に結びついていない状況である。 

日本側の専門家投入では、当初計画と比べて、組織・制度/人材育成 2、防災普及啓発補助/コミュニティ

防災補助の人員を増やしており、全体の MM も 40.07MMから 55.86MMに増加している。ケニア側のカウ

ンターパートも R/D時の 10～15名から、延べ 44名に増えている。その他の投入は計画通りである。しか

しながら、前述したように、成果 1および成果 2ともに達成度は低い状況となっている。 

阻害要因としては、日本側プロジェクトチームが既存のシステムやローカルリソースを有効活用できて

おらず、効率的に活動を遂行できていないことが挙げられる。例えば、WRMA の人材育成課には WDC 枠

組みのモジュールに基づいて作成された研修システムが存在するが、当初日本側が提案した研修計画案に

はこの既存システムが反映されておらず、研修のカリキュラム、評価方法などが統一されていなかった。

また、JICAではニャンド地域のコミュニティ防災活動に関する様々なテキストやマニュアルを既に作成し

ているが、これらを今回の研修教材として活用することも十分検討されてこなかった。さらに、パイロッ

トサブ流域ではケニア赤十字、World Visionなどが地方政府を巻き込みながら活発にコミュニティ防災活動

を実施しており、村には青年ボランティアグループも存在するが、彼らを本プロジェクトのコミュニティ

活動の実施パートナーとして認識してこなかった。このような既存のシステムやローカルリソースを最大
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限活用してこなかったことが、効率性を高められなかった要因である。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、将来的に「期待できる」と予測する。 

プロジェクトの上位目標は、終了後 3～5年で「統合洪水管理に基づく洪水管理が、全国 6流域に適用さ

れる」ことである。本調査時点では、上位目標を達成できるかの予測は本来困難である上に、有効性や効

率性の評価に見られるようにプロジェクト目標の達成見込みを考えると、上位目標も達成が難しいと予想

できる。しかしながら、前述のように、WRMA が洪水管理課を本局、地域事務所（6 か所）、サブ地域事

務所（14か所）に設置したこと、洪水管理に特化した技術者を雇用し、洪水管理活動のための予算措置を

始めたこと、戦略計画（Strategic Plan）案に洪水管理の記述がなされたことは、上位目標である IFM アプ

ローチの全国普及に寄与すると期待できる。 

 

（５）持続性 

プロジェクト全体の進捗は遅れているものの、ケニア側の洪水管理に対する意欲の高さから、持続性の

見込みは「期待できる」と判断する。本調査時において、プロジェクト終了後も洪水管理活動が継続され

るための基盤が WRMA によって整備されつつある。 

プロジェクト実施前、洪水管理は WRMA の役割ではないとされていたが、本調査時の Water Bill 2012

案および WRMA 戦略計画案では、WRMA の役割であることが明記されており、この方針はプロジェクト

終了後も継続される可能性が高い。 

ケニア政府は 2013年 3月の大統領選後に新水法（New Water Act）を制定する予定である。この新水法

案によると、WRMA 地域事務所はこれまでより大きな権限を持つ「Basin Water Resources Boards」として

各流域の水資源の管理に責任を持つ一方、WRMA 本局は「Water Resources Regulatory Authority」として、

水資源の管理と洪水緩和のための規則、基準、手続きを設定し、水資源の利用を規定する役割を担うこと

になる。これは、ケニア政府が流域単位での水資源および洪水管理により重点を置く方針を示しており、

プロジェクトの持続性を高めることが期待される。 

また、新たに設置が決まった WRMA 洪水管理課の技術スタッフが、今後のパイロットサブ流域および

ケニア全国での洪水管理活動において中心的な役割を継続的に担うことが期待できる。 

 

（６）結論 

 本プロジェクトはケニア国の政策・住民のニーズとの整合性が高く、日本の援助政策とも合致しており、

対象流域の選定やアプローチの適切性も認められることから、妥当性が非常に高いと言える。しかしなが

ら、カウンターパートの能力強化のための活動に遅れが生じ、構造物・非構造物対策を含むコミュニティ

での防災活動が未だ実施されていないことから、有効性は計画と比べて低い。また、既存のシステムやロ

ーカルリソースの有効活用がされておらず、投入が活動の円滑な実施と成果の達成に結びついていないこ

とから、効率性も低いと判断される。インパクトや持続性はカウンターパートおよびケニア政府の努力に

より将来的に期待できる点があるが、まずは残りのプロジェクト期間中に日本側プロジェクトチームのよ

り一層の努力によって、未実施の活動が促進されることが望まれる。 
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３３３３-３３３３    提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

本中間レビュー調査において、以下の点を提言として整理した。 

（１） コミュニティ防災活動（非構造物対策）に関する提案 

 本調査団は、5 項目評価のうちの妥当性の一環として、コミュニティにおける洪水対策に関するニーズ

と課題の整理を行い、コミュニティ防災活動（非構造物対策）の候補を絞り込んだ。活動候補選定のクラ

イテリアは、洪水被害の深刻さ、緊急性、コミュニティにおけるリソース（WRUA メンバー、赤十字ボラ

ンティアなど）の有無、地方行政組織との連携である。その結果、以下の活動について 2013年 2 月 13日

の JCCで承認を受けた。 

1) Isioloにおけるコミュニティ防災活動 

a) Isiolo市街地におけるコミュニティベースの予警報システム 

b) 小学校における防災教育（洪水ハザードマップ作成、ファーストエイド、洪水時の保健衛生） 

2) Lumi におけるコミュニティ防災活動 

a) Sub-Locationにおけるコミュニティベースの予警報システム 

b) 小学校における防災教育（洪水ハザードマップ作成、ファーストエイド、洪水時の保健衛生） 

c) コミュニティを対象とした生活改善のための技術研修（鶏小屋・ヤギ小屋の嵩上げ、植林のため

の育苗等） 

 

（２） プロジェクト全体に関する提言 

1) コミュニティ防災活動の加速化 

今後プロジェクト期間中に、日本側プロジェクトチームおよびカウンターパートの技術支援により、

構造物・非構造物対策を含む防災活動をコミュニティレベルで実施し、加速化することが、WRMA の

洪水管理に関する実施体制を確立する上で極めて重大な課題である。また、コミュニティ防災活動を

実施する関係者の役割分担を明確にすることが必要である。 

 

2) 洪水管理に関する能力強化 

WRMA、WRUA、コミュニティに対する洪水管理に関する能力強化は、プロジェクト全期間を通して

計画されているが、現時点ではほとんど実施されていない。プロジェクトの残りの期間を考慮すると、

能力強化活動の目的や対象者を絞り、期待される成果を明確にして効率的に実施する必要がある。特

に、ケニア政府の既存の研修システム（カリキュラム、評価方法など）に則り、関係機関との事前調

整を図ることが不可欠である。 

 

3) WRMA および WRUA の意見交換 

パイロットサブ流域の WRMA および WRUA を対象としたスタディツアーを実施し、コミュニティ防

災活動に関する意見や経験を共有することが望ましい。ニャンド流域のプロジェクト対象地域を訪問

し、構造物・非構造物対策の事例を学ぶことも一案である。 
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4) 国レベルでの情報共有と相互学習システムの構築 

洪水被害の状況は地域やコミュニティによって異なり、画一的な対応策を全国で実施するのは困難で

ある。WRMA－WRUA 間の情報共有の仕組みを作り、成功事例を互いに学ぶとともに、各地域に適合

する方法やアプローチを検討することが求められている。 

 

5) ローカルリソースの有効活用 

効率的・効果的なコミュニティ防災活動の実施のためには、ケニア赤十字、World Vision、青年ボラン

ティアグループなどローカルリソースを有効に活用することが不可欠である。WRMA に求められる役

割は、コミュニティ防災活動の実施を技術的に側面支援することである。 

 

6) PDMの改訂 

成果 1および成果 2の指標（1-4と 2-3）は未だ数値が設定されていない。研修計画案が合意され次第、

早急に適切な数値を設定するとともに、PDM全体についても改訂の必要がないかどうか再度検討する

べきである。 

以上 
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第第第第 1111 章章章章    中間レビュー中間レビュー中間レビュー中間レビュー調査調査調査調査のののの概要概要概要概要    

 

1111----1111    調査背景調査背景調査背景調査背景    

洪水に脆弱な地域における効率的な洪水管理のための能力開発プロジェクト（以下、プ

ロジェクト）は、2011年 6 月に 3 年間の技術協力プロジェクトとして開始された。今般、

プロジェクトが協力期間の中間に差し掛かることから、｢新 JICA 事業評価ガイドライン第 1

版｣に沿って、活動の進捗状況や目標達成度、成果の発現具合を確認し、プロジェクト後半

期の課題を整理するため、中間レビュー調査団が派遣された。なお、本調査は日本側とケ

ニア側の合同で実施され、評価結果は調査期間中に開催された合同調整委員会（JCC）で報

告された。 

 

1111----2222    調査目的調査目的調査目的調査目的    

中間レビュー調査の目的は、以下のとおりである。 

(1) プロジェクトの当初計画と比較して、投入、活動、成果、目標達成度などの実績を

確認すること 

(2) プロジェクトの円滑な実施のため、後半期に解決されなければならない問題や課題

を明確にすること 

(3) 確認された実績に基づき、5項目評価（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続

性）に沿ってプロジェクトを評価すること 

(4) より良いプロジェクト実施のための提言を行うこと 

(5) プロジェクト後半期に向けた方向性を検討すること 

 

なお、本調査においては上記のような通常の目的に加え、妥当性の評価の一環として、

パイロットサブ流域において、パイロット地区およびコミュニティ防災活動（非構造物対

策）の候補を絞り込むことも目的の 1つとした。 

 

1111----3333    調査調査調査調査手順手順手順手順    

中間レビュー調査は以下の手順に沿って実施された。 

ステップ 1：調査の目的と方針の確認 

ステップ 2：評価の枠組みのデザイン 

ステップ 3：評価に必要なデータ・資料の収集（既存資料のレビューおよびカウンターパー

トや専門家への質問票やインタビューを通した情報収集） 

ステップ 4：フィールド視察と現地関係者とのインタビューによるパイロット地区およびコ

ミュニティ防災活動（非構造物対策）の優先順位づけ 

ステップ 5：PDM・R/Dと比較したプロジェクト実績（投入・活動・成果・目標達成度など）

の確認 

ステップ 6：プロジェクト実績の貢献・阻害要因（プロジェクトデザインや実施プロセスを
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含む）の分析 

ステップ 7：5項目評価によるプロジェクト全体の評価 

ステップ 8：評価結果に基づいた提言の検討 

ステップ 9：関係者との評価結果案の共有 

ステップ 10：ケニア側と日本側による評価結果の最終合意 

 

1111----4444    調査団員調査団員調査団員調査団員    

調査団の団員は以下のとおりである。 

(1) 総括/団長：江口 秀夫 JICAケニア事務所 所長 

(2) 協力企画：土井 ゆり子 JICA地球環境部 水資源・防災グループ 防災第二課  

(3) 評価分析：山下 里愛 株式会社 JIN コンサルタント 

 

1111----5555    調査日程調査日程調査日程調査日程    

2013年 1月 18日から 2月 16日の 30日間、以下の日程で現地調査を実施した。 
  協力企画：土井ゆり子 評価分析：山下里愛 

18-Jan 
 

Narita-Doha (QR 805) 

19-Jan 
 

Doha-Nairobi (QR 532) 
プロジェクトチームとの打ち合わせ 

20-Jan 
 

プロジェクトチーム・ローカルスタッフとの打ち合
わせ 

21-Jan  

WRMA への表敬訪問、CP（洪水管理ユニット）への
インタビュー 
ケニア赤十字本部との打ち合わせ 

22-Jan 
 

イシオロへ移動 
ケニア赤十字イシオロ支部との打ち合わせ 
Ngaremara Sub-Locationにおけるケニア赤十字 Focal 
Personへのインタビュー 

23-Jan 
 

イシオロ流域委員会参加 
WRMA サブ地域事務所・WRUA へのインタビュー 
フィールド視察：Bula Pesa Sub-Location 

24-Jan 
 

Daaba小学校での保護者・教員へのインタビュー 
District Education Office/ Physical Planning Officeへの
インタビュー 
ナイロビへ移動 

25-Jan 
 

ルミ（タベタ）へ移動 
WRMA 地域・サブ地域事務所へのインタビュー 
ケニア赤十字ボランティアへのインタビュー 

26-Jan  
WRUA メンバーへのインタビュー 
フィールド視察：Kimorigo, Eldoro, Kiwalwa, Njoro 

27-Jan 
 

フィールド視察：Rekeke, Kimala 
ナイロビへ移動 

28-Jan 
 

キスムへ移動 
WRMA 地域事務所へのインタビュー 
フィールド視察：Kamuga, Kamagaga 

29-Jan  

キシィへ移動 
WRMA サブ地域事務所へのインタビュー 
ケニア赤十字ミゴリ支部へのインタビュー 
WRUA メンバーへのインタビュー 

30-Jan Narita-Dubai (EK319) 
フィールド視察：Nyora, Kabuto 
Nyora小学校へのインタビュー 

31-Jan 

Dubai-Nairobi (EK719),  
JICAケニア事務所との打ち合わせ 
調査団内打ち合わせ 
 

ナイロビへ移動 
調査団内打ち合わせ 
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1-Feb プロジェクトチームとの打ち合わせ、ケニア赤十字本部との打ち合わせ 

2-Feb プロジェクトチームとの打ち合わせ、イシオロへ移動 

3-Feb フィールド視察 Ngaremara Sub-Location、関係者会議準備 

4-Feb イシオロ関係者会議の開催、ナイロビへ移動 

5-Feb 水灌漑省・WRMA 本部との打ち合わせ、ルミ（タベタ）へ移動 

6-Feb Town Council、Districtとの打ち合わせ、フィールド視察：Rekeke Sub-Location、関係者会議準
備 

7-Feb ルミ（タベタ）関係者会議の開催、ナイロビへ移動 

8-Feb ケニア赤十字本部との打ち合わせ、JICAケニア事務所との打ち合わせ 

9-Feb 評価報告書（案）、M/M（案）作成 

10-Feb 評価報告書（案）、M/M（案）作成 

11-Feb 評価報告書（案）、M/M（案）に関する水灌漑省・WRMA 本部との協議 
JICAケニア事務所との打ち合わせ 

12-Feb 洪水管理ワークショップへの参加 

13-Feb JCCへの参加 JCCへの参加、Nairobi-Doha (QR 533) 

14-Feb 
M/M 署名 
長期専門家との打ち合わせ Doha-Narita(QR 804) 

15-Feb Nairobi-Dubai (EK 720)  
16-Feb Dubai-Narita (EK 318)  
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第第第第 2222 章章章章    プロジェクト概要プロジェクト概要プロジェクト概要プロジェクト概要    

 

2222----1111    プロジェクト背プロジェクト背プロジェクト背プロジェクト背景景景景    

ケニア国では、流域面積の大きな河川が多く、雨季には全国で洪水が発生し、年平均で

約 5,000人の被災者及び約 1.6億円の経済的損失が発生している。特に、2003年に発生した

ニャンド川を含むヴィクトリア湖南部流域での大洪水では、約 2.2 万人が被災した。また、

2007 年には、タナ川中流域のガリッサ市街区が水没するほどの洪水が発生し、被害損失は

約 6.8億円であった。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 4 次評価報告書によると、ケニア国を含む

東アフリカ地域は、気候変動の影響により、洪水や干ばつの増加が危惧されており、洪水

対策は、気候変動適応策として益々重要になってくると考えられる。 

ケニア国は、水需要の増加に対応するために全国の水資源管理及び河川管理を定めた水

法（Water Act）を 2002年に策定し、水セクターリフォームを行った。流域単位での管理を

促進するために、水・灌漑省（Ministry of Water and Irrigation: MWI）は洪水管理を含む水資

源管理を実施する水資源管理庁（Water Resources Management Authority: WRMA）を新設し、

地域（全国 6 流域）・サブ地域（全国 6 流域の支流 32 箇所）レベルにも事務所を設けるこ

ととした。WRMA は、特に洪水被害の多いヴィクトリア湖沿岸において、「統合洪水管理の

ための指針（2004）」を策定し、洪水軽減・予警報のために住民啓発や組織強化を一元的に

行う統合洪水管理（Integrated Flood Management: IFM）を行うこととした。 

ケニア国政府は、IFM の普及を目的に日本に対し開発調査型技プロ「ニャンド川流域統

合洪水管理調査」（2006-2009）を要請し、JICA はヴィクトリア湖沿岸域南部のニャンド川

流域において、IFM に基づく洪水氾濫実績図を作成し、優先コミュニティにおいてコミュ

ニティレベルの洪水対策計画を策定するとともに、構造物対策と非構造物対策を組合せた

パイロットプロジェクトを実施した。その後、同調査で実施したパイロットプロジェクト

の成果を拡大するため、無償資金協力「ニャンド川流域気候変動に適応したコミュニティ

洪水対策計画」（2009-2011）を実施した。同協力では、構造物対策として避難所および避難

ルート（橋、道路等）の建設、非構造物対策としてコミュニティの洪水管理能力強化（組

織強化、避難訓練、防災教育等）を組み合わせ、24 村でのパイロット事業を実施した。一

定の成果のあったこれらの活動をニャンド川流域以外に対しても展開することをケニア国

政府は計画し、2010年 8月に WRMA は本局内に洪水管理ユニット（Flood Management Unit: 

FMU)を設置した。 

また、サブ地域レベルで洪水管理を含む水資源管理を促進し、コミュニティによって組

織される水資源利用者組合（Water Resources Users Association: WRUA）の創設や活動にかか

る技術的・財政的支援をするために、WRUA 開発サイクル（WRUA Development Cycle: WDC）

が 2007年 10月に WRMA と水サービス信用基金（Water Service Trust Fund: WSTF）の覚書

によって創設された。この WDC の枠組みの中で、WRUA が WSTFから資金を獲得する仕

組みが構築されているが、申請プロセスが煩雑であるという問題があった。 



 

 17

その WDCの実施促進に向けた、WRMA 各層の役割は以下のとおりであった。 

・本局：WDC の質の向上や様々な実施プロセスの見直し 

・地域事務所：サブ流域管理計画（Sub-catchment Management Plan: SCMP）の改善支援や

WRUA からの企画書審査 

・サブ地域事務所：サブ流域における WRUA の設立促進や SCMPの作成支援 

しかし、WDCの全国展開を進めるために必要な実施体制・制度は整備されているものの、

WRMA にも洪水管理に係る必要な知識やノウハウがなく、また WSTFも洪水管理の実績が

ない状況であった。 

そこでケニア国は、給水分野に加え、洪水管理という重要な課題についても、WDC の枠

組みに取り入れ、WRUA などコミュニティによる洪水管理の活動が全国展開されることを

可能にし、WRMA 本局、地域事務所及びサブ地域事務所の洪水管理能力を向上させ、コミ

ュニティ防災活動を支援するため、本プロジェクトを日本政府に要請した。これを受けて、

JICAは 2010年 9月から 10月にかけて詳細計画策定調査を実施し、2011年 2月に R/D に署

名した。 

 

2222----2222    プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト概略概略概略概略    

(1) 協力期間：3年間（2011年 6月～2014年 6月） 

(2) 実施機関：水灌漑省(MWI)、水資源管理庁(WRMA) 

(3) ターゲットグループ：WRMA 内ワーキンググループ（WG） 

(4) コンサルタント：株式会社ニュージェック 

 

プロジェクトの対象地域は以下のとおりである。2011年 8月の第 1回 JCCでGucha Migori

がパイロットサブ流域として追加され、承認された。 

 

表 1：プロジェクト対象地域 

 
流域/ 

WRMA 地域事務所 

サブ流域/ 

WRMA サブ地域事務所 
パイロットサブ流域 

1 Lake Victoria South Southern Shoreline-Gucha Migori (Kisii) Gucha Migori 

2 Athi Nolturesh-Lumi (Loitokitok) Lumi 

3 Ewaso Ng’iro North Middle Ewaso Ng’iro (Isiolo) Isiolo 

（出所：プロジェクト月例報告書） 

 

プロジェクトの概要は以下のとおりである。PDMは付属資料 2「合同評価報告書（英文）」

の Annex 1を参照のこと。 

 

上位目標上位目標上位目標上位目標 
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プロジェクト目標プロジェクト目標プロジェクト目標プロジェクト目標 

 

成果成果成果成果 

 

活動活動活動活動 

 

1.1 ワーキンググループ（WG）が、本局・地域・サブ地域における洪水管理の

現状分析を行う。 

1.1.1 制度的枠組み 

1.1.2 キャパシティ･アセスメント（人員配置、予算配分、職員の能力） 

1.1.3 研修ニーズ・アセスメント 

1.1.4 グッドプラクティス、課題と教訓 

1.2 WRMA が洪水管理にかかる将来計画を策定する。 

1.2.1 洪水管理計画、事業展開計画 

1.2.2 人員体制計画、予算計画 

1.2.3 事業費の概算と資金計画 

1.3 WRMA が洪水管理の項目を含む流域管理戦略（CMS）を作成する。 

1.4 WRMA が水・灌漑省に対し、国家水資源管理戦略に洪水管理にかかる項目を

含むよう提言する。 

1.5 WRMA が WRMA 及び関連機関職員を対象に洪水管理にかかる研修の実施

体制を整備する。 

1.5.1 研修計画の作成 

1.5.2 研修マニュアルの準備 

1.5.3 指導者養成のための研修の実施 

1.5.4 養成された指導者（活動 1-5-3）による研修の実施 

1.5.5 研修（活動 1-5-3 及び 1-5-4）の評価とフィードバック 

1.5.6 研修実施による他機関に対する支援の実施 

1.6 WRMA が地域及びサブ地域で蓄積された知識を管理する仕組み（ナレッジマ

ネジメントを制度化する。 

1.7 WRMA が洪水管理にかかる制度（組織、人員、予算、活動資金の手当て）を

定着させる。 

 

1.  
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2.1 WRMA がパイロットサブ流域を選定する。 

2.2 WG が洪水管理のための利害関係者間の調整機能を果たす委員会を設立す

る。 

2.3 WRMA がコミュニティの現況を分析する（ベースライン調査）。 

2.3.1 洪水管理に係るコミュニティのキャパシティアセスメント 

2.3.2 災害履歴レビュー、洪水被害マップを含むリスク分析 

2.4 合同調整委員会がベースライン調査に基づきパイロット地区を決定する。 

2.5 WG がサブ流域管理計画（SCMP）に組み込まれるべきコミュニティによる

洪水管理計画作成を促進する。 

2.5.1 グッドプラクティスの調査 

2.5.2 参加型計画策定 

2.6 WG が洪水管理計画に基づくコミュニティ防災活動の実施を支援する。 

2.7 WG がコミュニティ防災活動のモニタリングと評価を行う。 

2.8 WG がコミュニティ防災活動支援のための支援マニュアルを作成する。 

2.9 WG がコミュニティ防災の活動マニュアルと事例と教訓集を作成する。 

2.10 WG がコミュニティ防災活動の事例と教訓を、ナレッジマネジメントの仕組

み（活動 1-6）にフィードバックする。 
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第第第第 3333 章章章章        プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの実績実績実績実績・実施プロセス・実施プロセス・実施プロセス・実施プロセス    

3333----1111    投入投入投入投入    

(1) 日本側の投入日本側の投入日本側の投入日本側の投入 

1) 専門家派遣 

当初計画では、長期専門家 1名（チーフアドバイザー/洪水管理行政）と短期専門家/コン

サルタント 3 名（業務主任／防災普及啓発、コミュニティ防災、組織・制度/人材育成）が

派遣される予定であったが、プロジェクト開始から本調査時までに、国土交通省からの長

期専門家が延べ 2 名（2011 年 6 月から 2012 年 12月、2012 年 11 月からプロジェクト終

了まで）、コンサルタントが 5 名派遣された（当初計画および実績は付属資料 2「合同評価

報告書（英文）」の Annex 2を参照）。本プロジェクトは、直営の専門家と公示による民間コ

ンサルタントチームを組み合わせたミックス型の技術協力である（本調査報告書では、両

者を合わせて“日本側プロジェクトチーム”と記載する）。 

全体の MM（コンサルタント分の合計）は、契約変更により 40.07MMから 55.86MMに

増加した。この増加分は、主に防災普及啓発補助/コミュニティ防災補助の追加（12.40MM）

によるものである。追加の理由としては、第 2 章プロジェクト概要で述べたとおり、パイ

ロットサブ流域がもともと 2か所（Lumi、Isiolo）であったのに対し、2011年 8月の第 1回

JCCで 1か所（Gucha Migori）を追加することが承認され、啓発活動やコミュニティ防災に

かかる作業も増えることが予想されたためであった。 

 

2) 機材供与 

コンピューターやプリンター、デジタルカメラなどの機材供与は、WRMA 本局およびサ

ブ地域事務所（Kisii、Loitokitok、Isiolo）に対して計画どおりに行われ、本調査時点では問

題なく使用されていた。機材リストおよび使用状況の詳細は、付属資料 2「合同評価報告書

（英文）」の Annex 3を参照のこと。 

 

3) ローカルコスト負担 

プロジェクト開始から本調査時までの現地業務費および在外事業強化費の合計は、

32,795,626ケニアシリング（約 31,328,152円）であった。各年次の内訳を下表に示す。 

 

表 2：日本側のローカルコスト 

 
第 1年次 

(2011年 6月～12月) 

第 2年次 

(2012年 1月～2013年 1月) 
合計 

ケニアシリング 14,332,406 18,463,220 32,795,626 

日本円 12,569,520 18,758,632 31,328,152 

   注：JICA精算レートにより 1年次 1ケニアシリング＝0.877円、2年次 1ケニアシリング＝1.016円 

（出所: プロジェクトチーム、JICAケニア事務所） 
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4) 本邦研修 

本プロジェクトでは日本におけるカウンターパート研修を予定しているが、中間評価実

施時点では研修計画は整理されておらず、まだ実施されていない。一方、本評価時までに 1

名のカウンターパートが既存の集団研修「気候変動適応策水分野における政策策定能力向

上」コースに参加した。今後の予定を含む本邦研修のリストは、付属資料 2「合同評価報告

書（英文）」の Annex 4を参照のこと。 

 

(2) ケニア側の投入ケニア側の投入ケニア側の投入ケニア側の投入 

1) カウンターパート配置 

当初計画（R/D）では、カウンターパートの人数は 10～15 名とされていたが、本評価時

点までに延べ 44名が配置された。その理由は、前述のように 1サブ流域がパイロットとし

て追加されたこと、R/D に記載された WRMA 地域・サブ地域事務所の Flood Management 

Officerが実際は存在せず、Catchment Management officer、Surface Water Officer、Community 

Development Management Officerの 3名が分担することになったためである。加えて、地域・

サブ地域事務所では頻繁に職員の異動があること、ニャンド地域で経験が豊富な Willis 

Memo氏（Assistant Technical Coordination Manager、Kisumu地域事務所）を追加したことも

理由である。カウンターパートリストは、付属資料 2「合同評価報告書（英文）」の Annex 5

を参照のこと。 

 

2) プロジェクト執務スペース 

プロジェクト用の執務スペースが WRMA の建物 4か所（本局、サブ地域事務所 3か所）

に提供され、日本人専門家およびローカルスタッフによって問題なく使用されている。 

 

3) ローカルコスト負担 

プロジェクト開始から本調査時までに WRMA が支出したローカルコストの合計は、

2,351,585ケニアシリング（約 2,389,210円：換算レートは表 2の通り）であった。このコス

トには、カウンターパートの出張旅費、プロジェクト執務スペースの設置費、家具購入費、

プロジェクト車輛駐車代などが含まれている。詳細内訳は、付属資料 2「合同評価報告書（英

文）」の Annex 6を参照のこと。 

 

3333----2222    活動活動活動活動    

PDMに記載されている活動に関して、進捗状況・問題点・今後の進め方を付属資料 2「合

同評価報告書（英文）」の Annex 7としてとリまとめた。この表が示すように、本調査時点

までに行われているべき大部分の活動が、完了していないかまたは開始されていない状況

である。当初計画と比べて、特に進捗が遅れているのは以下の活動である。 

� 活動 1.1.4「グッドプラクティス、課題と教訓」は未完了である。ニャンド川流域プロ

ジェクトのパンフレット（事例集）の案は日本側プロジェクトチームにより作成され
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たが、内容がプロジェクト紹介にとどまっているため事例として活用できない状況で

ある。今後は事例の分析を行い、グッドプラクティスと課題、類似業務への教訓など

を追記する必要がある。 

� 活動 1.5.1「研修計画の作成」および活動 1.5.2「研修マニュアルの準備」が大幅に遅れ

ているため、活動 1.5.3「指導者養成のための研修の実施」および 1.5.4「養成された指

導者による研修の実施」が開始されていない。日本側プロジェクトチームにより、研

修計画案は提案されたが、ケニア側と合意ができていない。理由は提案された内容が

WRMA が活用を想定している WDC マニュアルの構成とかけ離れたものであることを

始めとした既存リソースとの整合性である。当初計画（インセプションレポート）に

よると、活動 1.5.1は 2011年 9月頃から開始される予定であったため、1年半近く遅れ

ている。研修の実施は、WRMA の能力強化を目指す本プロジェクトの中心的な活動で

あるため、早急な取り組みが必要である。 

� 活動 1.6「WRMA が地域及びサブ地域で蓄積された知識を管理する仕組み（ナレッジ

マネジメントを制度化する」は、関連する活動が開始されていない。カウンターパー

トとのナレッジマネジメントに対するイメージの共有もできていないため、具体的な

アイディアを出しながら早急に議論をする必要がある。この活動も 2011年 9 月頃から

開始される予定でああったため、1年半近く遅れている。 

� 活動 2.4「合同調整委員会がベースライン調査に基づきパイロット地区を決定する」は、

2011年 12月頃に行う予定であったが、1年以上遅れている。これは、日本側プロジェ

クトチームの監督のもとローカルコンサルタントによって行われた、ベースライン調

査の内容が不十分で、パイロット地区の選定に必要な詳細情報（洪水特性や原因の分

析、コミュニティの社会経済情報など）が含まれていなかったためである。また、そ

の後も対象コミュニティの絞り込みにつながるような活動がプロジェクトとして行わ

れてこなかったことも原因として上げられる。洪水ハザードマップ作成は水資源利用

者組合（WRUA）を対象として実施されたが、カバーする範囲が広すぎるため、コミ

ュニティ防災活動の実施のためには対象の絞り込みが必要である。例えば、Lower Lumi 

WRUA はルミ川下流域全体の 11 の地域住民組織（CBO）で構成される連合体であり、

組合員は 2,500名以上にのぼる。通常組合員は各コミュニティから数名代表として選ば

れており、この組合員の下にはその数倍の人口が存在している。プロジェクトの残り

期間を考えればこのグループ全部を対象とした活動の実施は困難であり、絞り込んだ

グループを対象としたパイロット活動を行い、その経験を WRUA 全体と共有する、と

いう形を取らざるを得ない。対象を絞り込むためには洪水リスクを含めた各コミュニ

ティのプロファイルが終えられていなければならないが、そうした作業はプロジェク

トの中で進められていない。人口、公共施設等の基本情報もまとめられていない。ベ

ースライン調査はこうした情報収集に寄与することが想定されていたが、前述の通り、

情報量が不足しており、活動が効率的に進められていない。早急に対象地域の特定し、

活動計画を対象地域住民とともに整理する必要がある。 
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� 活動 2.6～2.10は、上記 2.4の遅れにより開始されていない。 

 

3333----3333    成果成果成果成果    

成果 1： WRMA の各層（本局、地域事務所、サブ地域事務所）の洪水管理全般に関する

基礎的な能力向上と組織強化が図られる。 

指標： 

1.1 洪水管理に関する人員配置、予算配分、戦略を含む WRMA の将来計画が策定される。 

1.2 プロジェクト対象地域の流域管理戦略（CMS）に洪水管理が組み込まれる。 

1.3 研修計画、研修教材、研修講師などの研修の実施体制が整備される。 

1.4  ** %（後述参照）以上の WRMA スタッフがプロジェクト終了までに研修を受講する。 

1.5 プロジェクト対象地域において、洪水管理に関する WRMA の組織制度と予算システム

が構築され、機能する。 

 

本調査時点で、今後の成果達成を促進するような取り組みが行われ始めた段階であり、

計画と比べて進捗が遅れている。 

WRMA の各層（本局、地域事務所、サブ地域事務所）の洪水管理に関する組織強化につ

いては、達成のための基盤が整備されつつある。指標 1.1と 1.5に関しては、WRMA 戦略計

画（Strategic Plan）案の組織改革に関するJICA からの提案書を受け、2013年 1月に WRMA

は新たに洪水管理課を本局、地域事務所（6か所）、サブ地域事務所（14か所）に設置する

ことを決定した。これは、洪水管理に特化した技術者の配置と新規雇用を促すものであり、

これまで他の業務と兼任であったカウンターパートが常任になることや洪水管理のための

予算が確保されることが期待される。さらに、WRMA が洪水管理全般に関する各層の役割

と機能を明確にしたことも、今後の組織強化に貢献すると思われる。 

指標 1.2に関連する流域管理戦略（CMS）の見直しおよび組み込まれるべき洪水管理計画

については、2013年 2月現在、WRMA がローカルコンサルタントへの再委託業務を公示中

である。その委託仕様書（TOR）作成の際に、日本側プロジェクトチームは、流域単位での

統合洪水管理（IFM）に基づいた戦略と活動を組み込んだ計画内容とするよう助言を行った。

今後、ローカルコンサルタントがその仕様書に従って CMSを改訂することが望まれる。 

指標 1.3については、WRMA および WRUA に関するキャパシティアセスメントが 2012

年 11月の運家指導調査時に実施されたものの、研修の実施そのものは大幅に遅れており、

研修計画案が日本側プロジェクトチームから提案された段階である。教材作成や講師の調

達は、研修計画がケニア側と合意された後に迅速に行わなければならない。一方、能力強

化を測る PDM の指標 1.4の数値も決まっておらず、現在の状況では達成度を評価すること

ができない。 

 

成果 2：コミュニティ防災活動を支援するための、WRMA の体制及び能力が向上する。 
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指標： 

2.1 パイロット地区の洪水管理計画が作成される。 

2.2 コミュニティ防災の活動マニュアル及び事例と教訓集が作成される。 

2.3 プロジェクト対象地域におけるコミュニティ防災による洪水管理の経験を持つ WRMA 

スタッフの数が** 人（後述参照）になる。 

 

活動の遅れが顕著であり、計画と比べて成果 2の達成度は低いと判断できる。 

指標 2.1については、パイロットサブ流域（Isiolo、Lumi、Gucha Migori）の決定は予定通

り 2011年 8月に開催された第 1回 JCCにおいて行われたが、その後コミュニティ防災活動

を実施するパイロット地区の選定が大幅に遅れている。また、プロジェクト開始時から本

評価時点まで、ローカルコンサルタントによるベースライン調査、洪水状況把握のための

数回に渡る現地調査、WRUA を対象とした洪水ハザードマップの作成や洪水の原因分析が

実施されたが、まだコミュニティにおける構造物および非構造物対策の具体的な計画が作

成されていない。特に、Gucha Migoriでは、2012年 3月に WRUA が中心となってコミュニ

ティ洪水管理アクションプランを作成されたが、Isiolo、Lumi ではまだ作成されていないた

め、今後 WRMA サブ地域事務所の支援のもとで迅速に作成されることが求められている。

一方、パイロットサブ流域における利害関係者間の調整機能を果たす流域委員会は、本調

査中の 1 月 23日に Isiolo で第 1 回が開催され、Lumi では 2 月 23日に開催される予定であ

る。この流域委員会はコミュニティにおける防災活動を促進する中心的な役割を担ってお

り、現地関係者との連携を促進させ、協力体制を確立させることが不可欠である。 

指標 2.2 に関しては、ニャンド川流域プロジェクトの経験を取りまとめたパンフレット

（事例集）の案が日本側プロジェクトチームによって作成されたが、地域特性に応じてど

のような構造物・非構造物が適切だったのかといった分析や類似プロジェクトのための教

訓が不足しているため、今後追加される予定である。この事例集は、今後パイロット地区

でのコミュニティ防災活動の事例と教訓を取りまとめる際の参考資料となるため、質の改

善が求められている。 

指標 2.3については、コミュニティ防災活動を開始していないこと、指標の数値が依然と

して定められていないことから、本調査時点では達成度を評価することができない。 

 

3333----4444    プロジェクト目標プロジェクト目標プロジェクト目標プロジェクト目標    

プロジェクト目標：プロジェクト対象地域において、コミュニティによる洪水対策を普及

するための WRMA の実施体制が確立される。 

指標： 

1.  プロジェクト対象地域において、洪水管理を担当する WRMA スタッフがコミュニティ

防災活動の実施能力を向上させる。 

2.  プロジェクト対象地域において、洪水管理が戦略や計画に組み込まれる。 

3.  プロジェクト対象地域において、WRMA のナレッジマネジメントシステムおよび研修
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システムが構築される。 

4.  プロジェクト対象地域において、洪水管理にかかるコミュニティ活動に必要な予算が

配分される。 

 

本プロジェクトが開始されてから中間期にあたる本調査時点では、プロジェクト目標の

達成見込みを判断するのは難しい。しかしながら、これまでの活動の進捗や成果の達成度

を鑑みると、今後大幅に活動が促進されなければ、終了時までにプロジェクト目標が予定

通り達成される可能性は低いと言える。 

指標１については、WRMA スタッフがコミュニティ防災活動の実施能力を身に付けるた

めに、パイロット地区での具体的な構造物および非構造物対策を実施し、経験を蓄積する

ことが不可欠であるが、本評価時点ではパイロット地区の選定さえ完了していないため、

達成が難しい状況である。 

指標 2 については、「3－3 成果」で述べたとおり、CMS の見直しを行うローカルコンサ

ルタントへの再委託仕様書に洪水管理計画を取り込むことが明記されていることや、Gucha 

Migori の SCMPでは既に洪水管理計画が取り込まれることから、達成が期待できる。 

指標 3については、WRMA の経験を蓄積するためのナレッジマネジメントの仕組みや研

修システムの構築は関連する活動がまだ行われていないため、達成が難しい状況である。 

指標 4については、WRMA が各層に洪水管理課を新設することを決定したため、洪水対

策のための予算が次年度（2013年 7 月）以降に確保される可能性が高く、達成が期待でき

る。 

 

3333----5 5 5 5 上位目標上位目標上位目標上位目標    

上位目標：統合洪水管理に基づく洪水管理が、全国 6 流域に適用される。 

指標： 

1.  WRMA の戦略計画に、洪水管理にかかる記述がなされる。 

2.  ケニア全国 6 流域において、洪水管理を担当する WRMA スタッフがコミュニティ防

災活動の実施能力を向上させる。 

3.  ケニア全国 6 流域における流域管理戦略（CMS）及びサブ流域管理計画（SCMP）に

洪水管理が含まれる。 

4.  ケニア全国 6 流域において、WRMA のナレッジマネジメントシステムおよび研修シス

テムが構築される。 

5.  ケニア全国 6 流域において、洪水管理にかかるコミュニティ活動に必要な予算が配分

される。 

 

上位目標は、WRMA およびケニア国政府の重点課題であるとともに、本プロジェクトの

方向性とも合致している。また、WRMA の戦略計画案において、洪水管理が WRMA の役

割であることが明確にされたこと、WRMA が全国 6 流域すべての地域・サブ地域事務所に
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洪水管理課を設置することを決めたことは、上位目標の達成に貢献すると期待されるが、

現時点で上位目標の達成度を予測することは難しい。 

 

3333----5 5 5 5 実施プロセス実施プロセス実施プロセス実施プロセス    

(1) プロジェクトマネジメント全般 

本調査における活動や成果の実績確認ならびに、日本側とケニア側双方の関係者からの

聞き取り等を通じて、プロジェクト全体のマネジメントに関する問題点が数多く確認され

た。これらは活動の遅れや成果の達成度に大きく影響を与えているため、根本的な対策が

必要である。 

まず、PDM や業務指示書等を基本としたプロジェクトの構造や活動のプロセス、全体ス

ケジュールについての日本側プロジェクトチームの認識が十分ではないため、１つの活動

が次の活動に繋がらず、また複数の活動の実施が成果の達成に結びついていない状況であ

る。前述のように、プロジェクト開始からこれまで、ベースライン調査、洪水状況把握の

ための数回に渡る現地調査、洪水ハザードマップの作成、洪水災害履歴レビュー、洪水の

原因分析、ニャンド川流域プロジェクトの事例集作成、WRMA および WRUA のキャパシ

ティアセスメント、その他のワークショップや関係者会議などが実施された。しかしなが

ら、それらは単体の活動として行われることが多く、本プロジェクトの主要な活動である

カウンターパートおよびコミュニティの能力強化や、コミュニティにおける防災活動の計

画・実施・モニタリングへと繋がっていない。例えば、これまで実施されたワークショッ

プは関係者間の経験・情報共有に留まってしまい、その後のアクションや関係者の役割分

担について議論する場となっていないため、ワークショップの結果が次の活動に直接結び

つかない状態となっている。また、プロジェクト終了までのスケジュール管理に対する意

識が不足しているため、複数の活動の間の優先順位付けがされておらず、成果達成までの

道筋が明確ではない。PDM に書かれた活動を単なるリストとしてこなすだけではなく、1

つ 1 つの活動が全体の中でどのような意義を持つのか、また複数の活動がどのようにリン

クすることによって成果を達成するのかといった基本的な理解を、日本側プロジェクトチ

ームとして再確認する必要がある。 

次に、成果品の品質管理やスケジュール管理が徹底されていないことが問題である。ベ

ースライン調査はローカルコンサルタントへの再委託業務として実施されたが、前述のよ

うに内容が不十分で、パイロット地区の選定に必要な詳細情報（洪水特性や原因の分析、

コミュニティの社会経済情報など）が不足している部分があった。ローカルコンサルタン

トが提出したレポートで不足する情報があったものの、その後の調査での情報収集が効率

よく行われなかったため必要な情報を整理するのに時間を要した。ベースライン調査後、

パイロットサイトにおける現地調査は複数回行われており、またサイトに駐在するスーパ

ーバイザーがプロジェクトによって雇用されているにも関わらず、不足した情報を補う為

の作業が中間評価時までに終えられていなかったことはプロジェクトマネジメント上課題

があったと言わざるを得ない。また、日本側プロジェクトチームによる業務進捗報告書の
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提出時期が変更されたりしていることで、本調査でも既存報告書からの情報収集・分析は

十分に行うことができなかった。今後、本プロジェクトでコミュニティ防災活動（構造物・

非構造物対策）を再委託して実施する際には、契約途中から何度か品質をチェックする体

制をとることや、全体のスケジュールを考慮した上で、余裕を持った工程を組むなどの配

慮が不可欠である。 

さらに、これまで JICA では関連案件との共同運営指導調査も含め、6 回の運営指導調査

団を派遣しており、本プロジェクトを円滑に実施するための具体的な指摘・提言をケニア

側とともに毎回行ってきた。しかしながら、日本側プロジェクトチームによるこれらの指

摘・提言への対応は十分とは言えず、本調査でも同様の指摘・提言をせざるを得ない状況

である。これはプロジェクトマネジメント上の大きな問題であり、それぞれの指摘・提言

に誰が責任を持ち、いつまでに対応するか、また期限までに対応できなかった場合にどの

ようにカバーするかといった考えを明確にしなければ、残りのプロジェクト期間内の改善

にも繋がらない恐れがある。日本側プロジェクトチームとして、過去の指摘・提言を早急

に見直し、対応するべきである。 

 

(2) カウンターパートおよび日本側プロジェクトチーム内のコミュニケーション 

カウンターパートは水灌漑省（MWI）1 名、WRMA 本局 8 名と 3流域の地域・サブ地域

事務所スタッフ 35 名で構成されているが、日本人専門家は WRMA 本局（ナイロビ）を拠

点としているため遠隔での情報共有は限界があり、地方ではインターネットも繋がりづら

い状況である。また、主要カウンターパートである WRMA 本局の洪水管理ユニット（Flood 

Management Unit: FMU。2013年に Departmentへ格上げされる予定）の 5名は、他の業務と

兼任であるため忙しく、日常的にプロジェクト活動を日本人専門家と共に行っているわけ

ではない。そのためカウンターパート全員をワーキンググループ（WG）メンバーとし、3

か月に 1 回程度の会議やワークショップを開くことが 2011年 11月、日本側から提案され、

合意された。これまでのところ 2012年 5月、8月、11月、2013年 2月に WG が集まってい

る。また、本局のカウンターパートと情報共有・コミュニケーションを活発化させるため、

プロジェクトマネージャーである TCM の提案により、週 1 回 FMU と定例会議を開催し、

プロジェクトの進捗を確認しているほか、活動や方針を決定する際にも会議を開き、カウ

ンターパートの意見・コメントを取り入れるようにしている。 

しかしながら実際は、プロジェクト全般に渡り、カウンターパートとのコミュニケーシ

ョン・協働作業が不足していることが明らかとなった。例えば、本調査における FMU メン

バーへのインタビューでは、「日本人専門家と“書面”での情報共有はされているが、“口

頭”でのディスカッションが不足しているため相互理解が難しい」というコメントが出さ

れている。これは、FMU メンバーが参加する会議において、資料の準備はされているが、

日本側からの目的や内容の説明が不十分なため、その場で何を議論し何を決めるべきかに

ついてケニア側メンバーが理解できていないことを示している。実際、ワークショップや

関係者会議では、開催の企画、アジェンダの検討、配布資料やプレゼンテーションの準備、
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ロジ業務を含め日本側が主導しており、カウンターパートの巻き込みが十分ではない様子

が窺えた。そのため、当日の司会進行はカウンターパートが行っているものの、議論の方

向性がずれた際に軌道修正するのが難しく、日本側プロジェクトチームからも会議の目的

に沿った発言がなされないため、本来の目的を達成するワークショップや会議になってい

ないこともある。さらに、日本側プロジェクトチームの WRMA の業務に関する基礎的な理

解（WDC枠組みとモジュール、人材育成制度、予算措置、データ管理、関連ドナープロジ

ェクトの動向など）も十分とは言えず、円滑な活動実施に支障をきたしているところがあ

る。 

加えて、日本側プロジェクトチーム内でも情報共有や意見交換が活発ではない。各団員

が現地調査で収集した情報が他の団員と共有されていなかったり、1つの活動に対する各団

員の意見が異なっているにも関わらずチーム全体としての方向性の確認・決定がなされて

いなかったりと、日々の情報マネジメントが不足している。インタビューの際に同じ機関

に違う団員が同じ質問を繰り返していたり、パイロットサイトを訪問しながら、毎回同じ

情報を確認している事など、その証左である。 

このように、カウンターパートとのコミュニケーション・情報共有が不足しているだけ

でなく、日本人専門家同士も情報共有や意見交換が活発ではないことは、カウンターパー

トの能力強化を目指している本プロジェクトにおいて致命傷となるため、早急な改善が求

められる。 

 

(3) コミュニティ防災活動の実施体制 

プロジェクト実施上の大きな課題の一つとして、パイロットサブ流域における現地関係

者の把握や調整ができておらず、コミュニティレベルでの防災活動を実施する体制ができ

ていないことが挙げられる。3 つのパイロットサブ流域には、それぞれ WRMA サブ地域事

務所があり、カウンターパート以外にもプロジェクト雇用のローカルスタッフ（Supervisor）

を各事務所に配置しているが、彼らが中心となってその他の現地関係者と情報交換・連携

する仕組みが出来ていない。特に、地方行政組織が本プロジェクトに果たし得る役割の整

理がこれまでされてこなかったため、コミュニティ防災活動の実施者・受益者・協力者が

誰になるかといった基本的なコンセプトが固まっていない。一つには WRMA サブ地域事務

所のスタッフはもとより、Supervisorも他地方出身者であるため、コミュニティ内にコンタ

クトパーソンを持っていないということが理由として上げられる。WRUA メンバーと

WRMA サブ地域事務所の距離が近いのであれば、WRUA メンバーがコミュニティに対する

エントリーポイントとなり得るが、前述のように一つの WRUA のカバー範囲は広く、

WRMA とのつながりも日常的なものではない為、双方の顔が見えているとは言い難い。こ

うした関係の中で住民の自発的な参加と協力を得て進めることが求められるような活動を

計画、実施していこうとすることは容易ではない。 

ケニアでは 2010年制定の憲法によって、州（Province）の行政区分は廃止となり、47 の

County が地方行政の基本となることが決定された。本調査時点のケニアの地方行政の単位
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は、County - District - Division - Location - Sub-Location - Villageである。今後 County制度へ

移行に伴い、地方行政の再編が行われる予定である。 

現行制度の下では、District Commissionerが議長を務める District Disaster Management 

Committeeが洪水を含めた災害の状況把握・対応において中心的役割を果たしている。この

委員会は災害が起こった後の対応が主な役割であり、地域によっては上手く機能していな

いところもあるが、WRMA サブ地域事務所が連携を深めるべき組織のひとつである。また、

Districtには Physical Planner、Land Officer、Irrigation Officer、Environment Officer、Education 

Officer、Health Officer、Social Development Officerなど洪水対策やコミュニティ活動に関し

て連携が可能な関係者がいるが、これまで積極的な情報交換は行ってこなかった。上記の

行政単位以外にも、Lumi（Taveta）のような地方都市には Town Councilがあり、コミュニ

ティ開発を担当する Social Development Officerや災害管理を担当する Environment Officerが

いるため、彼らとの連携も必要である。さらに、ケニア赤十字、World Vision などの NGO

もコミュニティにおける防災活動の知識や経験を豊富に持っているほか、各村にボランテ

ィアを確保している。彼らはコミュニティの内部の構造・社会関係やキーパーソンを把握

しており、コミュニティとの信頼関係を持っているため、貴重な人材である。 

このような現地関係者を巻き込んだ実施体制を構築していくことが、コミュニティ防災

活動の実施には不可欠であるが、本調査時では現地関係者の把握や調整そのものがまだ出

来ていないため、そのような取り組みを早急に行うべきである。 
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第第第第 4444 章章章章        評価結果評価結果評価結果評価結果    

4444----1111    5555 項目評価項目評価項目評価項目評価    

4444----1111----1111    妥当性妥当性妥当性妥当性    

本プロジェクトは、対象地域における洪水対策に関する住民のニーズが非常に高く、ケ

ニア国の開発政策および日本の援助政策と整合しており、手段としての適切性も認められ

ることから、妥当性は「非常に高い」と判断する。 

 

(1) 対象地域および住民のニーズ 

近年、3つのパイロットサブ流域における洪水被害は雨季のたびに発生しており、気候変

動の影響でより頻繁に起こることが懸念されている。 

ヴィクトリア湖岸に近いデルタ地帯の低地に位置する Gucha Migoriでは、住民は広範囲

で 1 か月以上続くこともある長期間の浸水に悩まされている。住民の移動は制限され、学

校や保健所、市場などにアクセスできなくなる。Gucha Migori川とその支流の間にある村は

浸水の間に完全に孤立してしまうこともある。 

南東部のタンザニア国境に近い Lumi では、フラッシュフラッドとゆっくりとした浸水の

両方の被害を受けている。Lumi 川左岸の上流地域では、Tsavo West国立公園を起源とする

フラッシュフラッドの影響が深刻である。ガリ浸食が拡大し続けた結果、大量の土石流が

下流に流失し、道路、橋、湧水などを破壊し、住民が流されるケースもある。一方、Lumi

川右岸の下流地域では、キリマンジャロ山を起源とする洪水により浸水が長期間に渡り、

学校が閉鎖されるほか、約 10,000エーカーの農地が湿地となり使われていない状態である。 

中部に位置する Isioloでは、市街地が深刻なフラッシュフラッドと短期間の浸水の影響を

受けている。フラッシュフラッドの起源はケニア山とされているが、乾季には水がない

Merire川の河岸に次々と違法建設やゴミの不法投棄が行われ、フラッシュフラッドが起こる

たびに被害が拡大している。さらに、新たに建設された空港のアクセス道路によって、以

前の水路が断たれ、大雨が降ると濁流が市街地に直接流れ込むようになった。 

本調査直前の 2012年 12月末から 2013年 1月初旬にかけては、Gucha Migoriで浸水被害

が起こり、また調査中の 1月末には乾季であるにも関わらず Lumi でフラッシュフラッドの

被害が発生し、橋が完全に流され、その先の村へのアクセスが困難となった。 

このように、洪水は住民の生活や経済に深刻な影響を与え、人命の損失、避難または移

転、家屋や建物の倒壊、農地の損失、農作物の被害、家畜の損失、道路や橋など交通網の

遮断、学校・保健所・市場など社会インフラからの孤立、トイレや安全の水の欠如による

不衛生な環境や感染症の増加など、様々な困難を引き起こしているため、洪水対策へのニ

ーズは非常に高いと言える。 

 

(2) ケニア国の開発政策 

ケニア国の長期計画である「Kenya Vision2030」および同 Vision を基にした「ケニア第一

期中期国家開発計画（2008-2012）」では、持続的な経済成長と貧困削減が最重要課題とされ
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ている。毎年発生する洪水は、国家経済や貧困に深刻な影響を与えているため、洪水対策

の実施は国家開発政策に合致していると言える。また、同 Vision では自然災害への対応が

環境管理セクターの重要課題として位置付けられている。 

災害管理に関する総合国家戦略である「国家災害管理政策（2009）」は、人命の損失およ

び人口、経済、環境への混乱を最小限に抑えるため、効果的・効率的かつ協調的な災害管

理システムを確立し、維持することを目的としており、本プロジェクトの方向性と一致し

ている。 

2002年に制定された水法（Water Act）では、6つの主流域（Lake Victoria North、Lake Victoria 

South、Rift Valley、Athi River、Tana River、Ewaso Ng’iro River）における流域管理戦略の策

定を求めており、洪水管理を含む水関連の災害の被害の低減と、水資源の保護・管理を促

進している。この流域単位の水資源の保全という理念は、本プロジェクトと整合している。 

 

(3) 日本の援助政策 

本プロジェクトは、対ケニア国「事業展開計画」（2010）の援助重点分野とされている「気

候変動の緩和と対策」において、近年頻発する洪水被害への地域レベルでの対応能力の向

上を掲げる「気候変動対策関連プログラム」に位置づけられている。さらに、国際的な気

候変動対応の潮流である「兵庫行動枠組」（2005 年採択）の優先行動 1「防災を国、地方の

優先課題に位置付け、実行のための協力など制度基盤を確保する」、優先行動 4「潜在的な

リスク要因を軽減する」にも合致している。 

 

(4) 手段としての適切性 

1) アプローチの適切性 

ケニア国では、これまでの洪水管理は政府が緊急対策としての物資の支援などを行う「対

応型」が一般的であった。これは洪水管理サイクル（準備/緩和策－緊急対策－復旧/復興）

のうちの一部にだけ対処するものである。一方、本プロジェクトで奨励している統合洪水

管理（IFM）アプローチは、このサイクル全体を網羅するものとして高く評価されている。

また、政府からの一方的な支援だけでなく、コミュニティレベルの防災活動、とりわけ構

造物と非構造物を組み合わせた対策を実施することは、対象地域における洪水対策として

適切であると評価されている。特に、コミュニティ自らが洪水管理計画を策定し、小規模

で相互扶助的な防災活動を実施できるようになるために、支援者としての WRMA の各層が

技術と能力の向上を図ることは、持続的な洪水管理のために必要不可欠である。 

 

2) 対象地域の選定 

3つのパイロットサブ流域の選定は、非常に適切であったと言える。上記（1）のように、

3地域とも深刻な洪水被害を受けていること、またその地理的位置から今後の地方経済の重

点地域としてのポテンシャルが高いこと、さらに各流域が異なった洪水タイプ（フラッシ

ュフラッドおよび短期的・長期的な浸水の組み合わせ）と異なった社会経済背景を持って
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いるため、全国展開を考えた際の良いモデルになることが期待できる。 

 

4444----1111----2222    有効性有効性有効性有効性    

本プロジェクトの現時点での有効性は、当初計画と比べて「低い」と判断する。 

IFM アプローチはパイロットサブ流域にとって有効であると期待されるものの、本評価

時点でWRMA スタッフの能力強化のための活動が日本側プロジェクトチームによって十分

に実施されておらず、構造物・非構造物対策を組み合わせたコミュニティにおける防災活

動の実施も大幅に遅れているため、プロジェクト目標の達成度は低くなっている。 

第 3章で詳しく述べたとおり、現状では、プロジェクト目標の 4つの指標のうち、「洪水

管理が CMS と SCMPに組み込まれる（指標 2）」および「洪水管理予算が確保される（指

標 4）」は達成が期待されるものの、「洪水管理を担当する WRMA スタッフのコミュニティ

防災活動を実施する能力が向上する（指標 1）」はそれを検証するためのパイロット活動自

体が未だ実施されておらず、また「ナレッジマネジメントの仕組みや研修システムが整備

される（指標 3）」も関連する活動が何も実施されていないため、終了時までにプロジェク

ト目標が予定通り達成される見込みは低くなっている。 

目標達成を阻害した要因として、第一に、プロジェクト開始当初に実施したローカルコ

ンサルタントによるベースライン調査の内容が不十分であったことが挙げられる。この調

査報告書は全体的に 2 次データが多く、各パイロットサブ流域の洪水特性や原因の分析、

コミュニティの社会経済状況の把握も十分とは言えなかった。これは契約期間が約 2か月、

現地調査の期間も 2 週間と短かったこと、ローカルコンサルタントから各省庁への面談の

要請が断られるケースが多かったことによるが、第 3 章で詳しく述べた通り、日本側プロ

ジェクトチームの委託監理上の問題ともみなすことができる。例えば、成果品の内容修正・

追加をローカルコンサルタントにさせるべきであったが、それ以上の指示はされないまま

調査委託費の支払いがなされ、調査は終了した。また、日本側プロジェクトチームは問題

点を認識しつつも、団員による追加的な各省庁への調査やコミュニティ調査などのフォロ

ーも実施せず、必要情報が収集されないままとなっており、結果、その後の活動の遅れに

つながった。 

その他の阻害要因としては、プロジェクトチームによる洪水管理に関する基礎データ（雨

量、流量、水位などの水文データや地形図、衛星写真など）の収集に時間がかかり、流出

解析、GISによるハザードマップ作成などが遅れたこと、各パイロットサブ流域委員会の開

催が遅れたこと、パイロット地区の選定や構造物・非構造物対策の具体的な提案と話し合

いがされてこなかったこと、能力強化を実施する具体的取り組み（キャパシティアセスメ

ント、研修、OJT等）が遅れたこと、が挙げられる。 

 本調査時点まで、プロジェクト目標を達成する上でのPDMの外部条件は満たされており、

特に問題はなかった。 
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4444----1111----3333    効率性効率性効率性効率性    

本プロジェクトの効率性は、当初計画と比べて「低い」と判断する。 

本評価時点までの日本側・ケニア側による投入（人員、機材、予算）は計画どおりまた

はそれ以上であったにも関わらず、それらが有効活用されていないため、十分な成果の達

成に結びついていない状況である。 

第 3 章で詳しく述べたとおり、日本側の専門家投入については、当初計画と比べて、組

織・制度/人材育成 2、防災普及啓発補助/コミュニティ防災補助の人員を増やしており、全

体の MM も 40.07MMから 55.86MMに増加している。ケニア側のカウンターパートの人数

も R/D 時の 10～15名から、延べ 44名に増えている。その他の投入はほぼ計画通りである。

しかしながら、成果 1および成果 2ともに達成度は低い状況となっている。 

阻害要因としては、日本側プロジェクトチームが既存のシステムやローカルリソースを

有効活用できておらず、効率的に活動を遂行できていないことが挙げられる。例えば、

WRMA の人材育成課には WDC 枠組みのモジュールに基づいて作成された研修システムが

存在するが、日本側が提案した研修計画案にはこの既存システムが反映されておらず、研

修のカリキュラム、評価方法などが統一されていなかった。そのため本調査中も WRMA 側

との協議に時間を要していた。 

また、JICA ではニャンド川流域のコミュニティ防災活動に関する様々なテキストやマニ

ュアルを既に作成しており、これらを教訓とともに活用することが本プロジェクトの構想

であった。しかしながら、これらを本プロジェクトの研修や OJT の場で活用することが今

まで十分に検討されてこなかった。洪水ハザードマップの作成マニュアル、コミュニティ

洪水管理組織の立ち上げ手順、コミュニティ洪水管理計画マニュアル、コミュニティ主体

構造物対策マニュアル、構造物維持管理マニュアル、避難訓練の実施要領、防災教育に関

わる教員指導要領や生徒用テキスト、洪水氾濫図作成手順、総合洪水管理のための GIS の

データベースなど、本プロジェクトの活動と共通する分野が多いにも関わらず、活用でき

ていない状況である。 

さらに、パイロットサブ流域ではケニア赤十字や World Visionなどの NGOが地方政府を

巻き込みながら活発にコミュニティ防災活動を実施しており、村には青年ボランティアグ

ループも存在するが、彼らを本プロジェクトのコミュニティ活動の実施パートナーとして

認識してこなかった。 

このような既存のシステムやローカルリソースを最大限活用してこなかったことが、効

率性を高められなかった要因である。 

本調査時点まで、成果を達成する上での PDMの外部条件は満たされており、特に問題は

なかった。 

 

4444----1111----4444    インパクトインパクトインパクトインパクト    

本プロジェクトのインパクトは、将来的に「期待できる」と予測する。 

プロジェクトの上位目標は、終了後 3～5年で「統合洪水管理に基づく洪水管理が、全国
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6流域に適用される」ことである。本調査時点では、上位目標を達成できるかの予測は本来

困難である上に、有効性や効率性の評価に見られるようにプロジェクト目標の達成見込み

を考えると上位目標も達成が難しいと予想できる。しかしながら、第 3章で述べたように、

WRMA が洪水管理課を本局、地域事務所（6か所）、サブ地域事務所（14か所）に設置した

こと、洪水管理に特化した技術者を雇用し、洪水管理活動のための予算措置を始めたこと、

戦略計画（Strategic Plan）案に洪水管理の記述がなされたことは、上位目標であるIFM アプ

ローチの全国普及に寄与すると期待できる。 

本調査時点まで、上位目標を達成する上での PDMの外部条件は満たされており、特に問

題はなかった。 

 

4444----1111----5555    持続性持続性持続性持続性    

プロジェクト全体の進捗は遅れているものの、ケニア側の洪水管理に対する意欲の高さ

から、持続性の見込みは「期待できる」と判断する。本調査時において、プロジェクト終

了後も洪水管理活動が継続されるための基盤が WRMA によって整備されつつある。 

プロジェクト実施前、洪水管理は WRMA の役割ではないとされていたが、本調査時の

Water Bill 2012案および WRMA 戦略計画案では、WRMA の役割であることが明記されてお

り、この方針はプロジェクト終了後も継続される可能性が高い。 

ケニア政府は 2013年 3月の大統領選後に新水法（New Water Act）を制定する予定である。

この新水法案によると、WRMA 地域事務所はこれまでより大きな権限を持つ「Basin Water 

Resources Boards」として各流域の水資源の管理に責任を持つ一方、WRMA 本局は「Water 

Resources Regulatory Authority」として、水資源の管理と洪水緩和のための規則、基準、手続

きを設定し、水資源の利用を規定する役割を担うことになる。これは、ケニア政府が流域

単位での水資源および洪水管理により重点を置く方針を示しており、プロジェクトの持続

性を高めることが期待される。 

また、新たに設置が決まった WRMA 洪水管理課の技術スタッフが、今後のパイロットサ

ブ流域およびケニア全国での洪水管理活動において中心的な役割を継続的に担うことが期

待できる。そのためには、本プロジェクトの終了時までに、各層の役割に沿った能力強化

活動が実施されることが不可欠である。 

さらに、本調査時に明らかになった情報として、世界銀行が新たに洪水対策を含む「水

資源管理（Water Resource Management）プロジェクト」を計画しており、WRMA が対象と

なる予定である。そのため WRMA は、本プロジェクトの全国展開やスタッフの能力強化活

動をこの世銀プロジェクトを通して継続することも検討している。 

 

4444----2222    結論結論結論結論    

本プロジェクトはケニア国の政策・住民のニーズとの整合性が高く、日本の援助政策と

も合致しており、対象流域の選定やアプローチの適切性も認められることから、妥当性が

非常に高いと言える。しかしながら、カウンターパートの能力強化のための活動に遅れが
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生じており、構造物・非構造物対策を含むコミュニティでの防災活動が未だ実施されてい

ないことから、有効性は計画と比べて低い。また、既存のシステムやローカルリソースの

有効活用がされておらず、投入が活動の円滑な実施と成果の達成に結びついていないこと

から、効率性も低いと判断される。インパクトや持続性はカウンターパートおよびケニア

政府の努力により将来的に期待できる点があるが、まずはプロジェクト期間中に日本側プ

ロジェクトチームのより一層の努力によって、未実施の活動が促進されることが望まれる。 
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第第第第 5555 章章章章        提言提言提言提言 
5555----1111    コミュニティ防災活動（非構造物コミュニティ防災活動（非構造物コミュニティ防災活動（非構造物コミュニティ防災活動（非構造物対策対策対策対策）に関する提案）に関する提案）に関する提案）に関する提案    

本調査団は、5項目評価のうちの妥当性の一環として、コミュニティにおける洪水対策に

関する住民のニーズと課題の整理を行い、コミュニティ防災活動（非構造物対策）の候補

を絞り込んだ。活動候補選定のクライテリアは、洪水被害の深刻さ、緊急性、コミュニテ

ィにおけるリソース（WRUA メンバー、赤十字ボランティアなど）の有無、地方行政組織

との連携である。また各地域の社会構成など、簡単なプロファイル作業を行った。 

その結果、以下の活動を提案し、2013年 2月 13日の JCCで承認を受けた。 

 

(1) Isioloにおけるコミュニティ防災活動 

Isiolo地域における洪水被害は以下のようなものがあげられる。 

・市街地におけるフラッシュフラッド（Ishioro市街地） 

・幹線道路の浸水による物流の停止（河川流域） 

・農地の浸水による農業被害（河川流域） 

Isiolo地域の特徴は洪水は地域的に限定的な問題であり、WRUA メンバーの多数にとって

は洪水よりも渇水が切実な問題となっていること。コミュニティ構成が遊牧民や定住者の

存在があり、複雑なものになっていることが特徴である。こうした複雑な背景を持った地

域で特定のグループを対象とすることはコミュニティ内の軋轢を引き起こす要因となりか

ねない。従って対象選定は地理的なものなど、可視的なものを基準とすること住民の理解

を得る上で望ましい。上記を勘案した結果以下の活動を提案した。 

1) Isiolo市街地におけるコミュニティベースの予警報システム 

Isioloの市街地の中でもとりわけ Merire川周辺の住民は、深刻なフラッシュフラッドの被

害を受けてきた。Merire川は季節河川であり、上流のケニア山を起源とする川の水は、街の

中心部を通って Isiolo川本流に流れ込む。そのため、たとえ市街地で雨が降っていなくても

上流で大雨が降ると洪水が起こるため、予測が難しい。住民にとっては短期間で洪水を防

ぐ対策を講じることは困難である。そのため、一定の雨量を超えた際に上流の住民が下流

の住民に洪水の可能性を知らせるといったコミュニティベースの予警報システムを整備し、

洪水が市街地に到達する前に住民が避難することが、被害の拡大を防ぐ最適の方法である。 

 

Merire River前の商店 

 

フラッシュフラッドで被害を受けた市内の建物 
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対象地区 Isiolo Town, Central Division, Isiolo District 

対象グループ フラッシュフラッドで被害を受ける住民 

目的 コミュニティによって伝達可能な予警報システムを構築する 

活動 1) WRMAの支援により、簡易雨量計の最適な設置場所を決定する。 

2) WRMA およびケニア赤十字の支援により、コミュニティの中心人物 (village chief, 

elders) とコンサルテーションを行い、洪水警報の伝達システムを検討する。 

3) ケニア赤十字の支援により、住民を対象とした洪水警報システムについての啓発

教育を行う。 

投入 簡易雨量計、携帯電話 

ケニア赤十字の地域事務所・支部スタッフおよびボランティア 

利用可能なリ

ソース 

ケニア赤十字の災害管理研修資料 

協力機関 ケニア赤十字の地域事務所・支部 

CETRAD (Center for training and Integrated Research In ASAL) Nanyuki支部 

留意点 トライアルとして簡易雨量計を数か所に設置し、2013年 3 月から始まる雨季で試行

することが必要である。 

 

2) 小学校における防災教育 

子供は洪水の被害者になりやすい。深い浸水やフラッシュフラッドが発生した場合、小

さな子供は特に危険にさらされ、一刻も早く非難しなければならない。また、洪水時には

食糧が不足したり、安全な避難所がなかったり、保健所へアクセスできなくなったりする

ため、子供の栄養失調や感染症が増える。洪水にどのように備え、発生した時にはどのよ

うに対処するかを子供に教えることは重要である。特に、小学校高学年の子供に教えるこ

とで、災害時に家族内の年少の子供を導いたり、子供から家族に正しい情報が伝わるとい

った二次的なインパクトも期待できる。また学校を通してアプローチすることで、コミュ

ニティ外からのインプットや新しい知識に対する抵抗感を和らげることも期待できる。 

 

洪水時の避難所となっている Daaba小学校 

 

教員・保護者へのインタビュー 

 

対象地区 Central Division, Isiolo District 

対象グループ 小学生 4年生以上、洪水に脆弱な地域の 15校 

目的 洪水に備え、発生した際に適切に対処できるように、必要な知識、意識、スキル、価



 

 38

値観、態度を子供が身に付ける 

活動 1) 洪水ハザードマップの作成、洪水に備えるための啓発教育（洪水警報、避難ルー

トの確認など） 

2) ファーストエイド訓練 

3) 洪水時の保健衛生のための啓発教育 

投入 ケニア赤十字の地域事務所・支部スタッフおよびボランティア 

利用可能なリ

ソース 

ケニア赤十字の災害管理研修資料 

JICAニャンド川流域プロジェクト作成の教員向け災害管理テキスト 

協力機関 ケニア赤十字の地域事務所・支部 

教育省 (District Education Officers) 

保健省 (District Health Officer) 

留意点 通常の授業時間を使用するのが難しい場合は、週末の特別クラスとして実施する。教

員、保護者やその他の住民も参加してもよい。ケニア赤十字クラブを持つ小学校の場

合は、クラブ活動の時間を利用する。 

 

(2) Lumi におけるコミュニティ防災活動 

 Lumi 地域における洪水被害の特徴は河岸浸食によるフラッシュフラッドとそれによる土

砂堆積による河川の排水能力の低下による長期間にわたる浸水被害である。 

この地域の典型的な洪水被害は浸水型であり、住民は洪水が起きたら、家財道具を守る

ために家族の中から数名を残して、高台に避難し、水が引くのを待つ、ということを繰り

返してきた。従って被害も洪水そのものによる死者はほとんど出ず、農作物被害や衛生環

境悪化による伝染病等が主たるものであった。しかし、この数年はフラッシュフラッド被

害が深刻になってきており、住民は対応方法についての知識がないことから人的被害が拡

大することが予想される。特に、本調査の現地調査直前にフラッシュフラッドにより橋が

流され、非常に危険な状態が生じていた。今後こうした被害が続く可能性は高く、長年の

浸食により危険性が増している河岸の補強や橋の補修など、ライフライン確保のためのイ

ンフラ整備と的確な避難行動のための指導が必要となっている。 

上記を勘案した結果、以下の活動を提案した。 

1) Sub-Locationにおけるコミュニティベースの予警報システム 

Rekeke Sub-Locationの住民は、フラッシュフラッドおよびガリ浸食の深刻な影響を受けて

いる。上流の Tsavo West国立公園を起源とするフラッシュフラッドにより、年々ガリ浸食

が深く広くなり、土石流によって下流の家屋、道路、橋、湧水などが破壊されている。本

調査中の 2013年 1 月 29 日には、病院近くの橋が完全に流され、その先の村にはアクセス

ができなくなった。この橋は Tavetaの街に続く道として多くの住民の通勤、通学に利用さ

れている。2012 年にはフラッシュフラッドで人命や家畜も失われおり、またこのガリ浸食

は数軒の建物のすぐ近くまで迫っている状況である。 

Isioloのケースと同様、下流で雨が降らなくても上流で大雨が降るとフラッシュフラッド

が発生しており、コミュニティベースの予警報システムが不可欠な場所である。 
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ガリ浸食によって倒壊寸前の建物 

 

フラッシュフラッドによって完全に流された橋 

 

対象地区 Rekeke Sub-Location, Kimala Location, Taveta Division, Taita-Taveta District 

対象グループ フラッシュフラッドで被害を受ける住民 

目的 コミュニティによって伝達可能な予警報システムを構築する 

活動 1) WRMAの支援により、簡易雨量計の最適な設置場所を決定する。 

2) WRMA およびケニア赤十字の支援により、コミュニティの中心人物 (village chief, 

elders) とコンサルテーションを行い、洪水警報の伝達システムを検討する。 

3) ケニア赤十字の支援により、住民を対象とした洪水警報システムについての啓発

教育を行う。 

投入 簡易雨量計、携帯電話 

ケニア赤十字の地域事務所・支部スタッフおよびボランティア 

利用可能なリ

ソース 

ケニア赤十字の災害管理研修資料 

協力機関 ケニア赤十字の地域事務所・支部 

Taveta Town Council 

留意点 トライアルとして簡易雨量計を数か所に設置し、2013年 3 月から始まる雨季で試行

することが必要である。 

 

2) 小学校における防災教育 

 Isioloのケースと同様、Lumi でも子供が洪水の被害を多く受けている。洪水時に多くの学

校が浸水によって閉鎖され、子供は 2～3週間学校に通えなくなる。Lumi では避難所として

使用できる学校がないため、子供は高台のグラウンドへの非難を余儀なくされている。 
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浸水被害を受けた Kimoligo 小学校 

 

浸水被害を受けた Eldoro小学校 

 

対象地区 Taveta Division, Taita-Taveta District 

対象グループ 小学生 4年生以上、洪水に脆弱な地域の小学校 

目的 洪水に備え、発生した際に適切に対処できるように、必要な知識、意識、スキル、価

値観、態度を子供が身に付ける 

活動 1) 洪水ハザードマップの作成、洪水に備えるための啓発教育（洪水警報、避難ルー

トの確認など） 

2) ファーストエイド訓練 

3) 洪水時の保健衛生のための啓発教育 

投入 ケニア赤十字の地域事務所・支部スタッフおよびボランティア 

利用可能なリ

ソース 

ケニア赤十字の災害管理研修資料 

JICAニャンド川流域プロジェクト作成の教員向け災害管理テキスト 

協力機関 ケニア赤十字の地域事務所・支部 

教育省 (District Education Officers) 

保健省 (District Health Officer) 

留意点 通常の授業時間を使用するのが難しい場合は、週末の特別クラスとして実施する。教

員、保護者やその他の住民も参加してもよい。ケニア赤十字クラブを持つ小学校の場

合は、クラブ活動の時間を利用する。 

 

3) コミュニティを対象とした生活改善のための技術研修 

Rekeke Sub-Locationでは上記のように深刻な洪水被害を受け、住民は家屋や農地、鶏やヤ

ギなどの家畜を失い、大きな経済的損失を被っている。少しでも洪水の被害を軽減するこ

と、小規模な生計向上活動を行っていくことが住民にとっての優先事項である。 

他方、Rekekeには 15名で構成される青年ボランティアグループがあり、植林や養鶏など

の活動を積極的に行っている。彼らは赤十字ボランティアとしての登録と Taveta Councilへ

の登録も済ませており、今後青年リーダーとしてコミュニティ活動を拡大させていく方針

だが、知識・技術の不足と資金不足いう問題を抱えている。このような青年グループへ技

術研修と資機材の支援を行うことで、コミュニティによる生活改善のための活動を継続で

きる可能性がある。 
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嵩上げされていない鶏小屋 

 

青年ボランティアグループの育苗場 

 

対象地区 Rekeke Sub-Location, Kimala Location, Taveta Division, Taita-Taveta District 

対象グループ 青年ボランティアグループおよび洪水被害を受けている住民 

目的 洪水被害を軽減させ、生計向上活動を促進する知識と技術を住民が身に付ける。 

活動 1)生活改善のための技術の検討（鶏小屋やヤギ小屋の嵩上げ、育苗が候補） 

2)実践的な研修およびデモンストレーション 

投入 デモンストレーションのための資機材 

ケニア赤十字の地域事務所・支部スタッフおよびボランティア 

利用可能なリ

ソース 

生活改善のための技術を選定後に検討する 

協力機関 ケニア赤十字の地域事務所・支部 

Taveta Town Council, District Offices 

留意点 生活改善のための技術を選定後に検討する 

 

5555----2222    プロジェクト全体に関する提言プロジェクト全体に関する提言プロジェクト全体に関する提言プロジェクト全体に関する提言    

本プロジェクト実施上の問題点および今後の課題については、「3-5 実施プロセス」で述

べたとおりであるが、それらの要素を含み、本調査期間中に開催された JCCで関係者間に

共有された提言は以下のとおりである。 

 

(1) コミュニティ防災活動の加速化 

今後プロジェクト期間中に、日本側プロジェクトチームおよびカウンターパートの技術

支援により構造物・非構造物対策を含む防災活動をコミュニティレベルで実施し、加速化

することが、WRMA の洪水管理に関する実施体制を確立する上で極めて重大な課題である。

また、コミュニティ防災活動を実施する現地関係者の役割分担を明確にすることが必要で

ある。各パイロットサブ流域での流域委員会は、現地関係者とコミュニティ活動の実施上

の課題について話し合い、連携体制を確立するとともに、活動を促進する重要な場として

活用すべきである。 

 

(2) 洪水管理に関する能力強化 

WRMA、WRUA、コミュニティに対する洪水管理に関する能力強化は、プロジェクト全
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期間を通して計画されているが、現時点ではほとんど実施されていない。プロジェクトの

残りの期間を考慮すると、能力強化活動の目的や対象者を絞り、期待される成果を明確に

して効率的に実施する必要がある。特に、ケニア政府の既存の研修システム（カリキュラ

ム、評価方法など）に則り、関係機関との事前調整を図ることが不可欠である。 

 

(3) WRMA および WRUA の意見交換 

本調査のインタビューの中で多くの関係者が言及したことは、成功事例からの学びの必

要性であった。他地域での好事例を学ぶことは学ばれる側・学ぶ側双方にとってメリット

がある。例えば、パイロットサブ流域の WRMA および WRUA を対象としたスタディツア

ーを実施し、各地域のコミュニティ防災活動に関する経験を共有することが考えられる。

ニャンド川流域のプロジェクト対象地域を訪問し、構造物・非構造物対策の事例を学ぶこ

とも一案である。 

 

(4) 国レベルでの情報共有と相互学習システムの構築 

洪水被害の状況は地域やコミュニティによって異なり、画一的な対応策を全国で実施す

るのは困難である。WRMA－WRUA 間の情報共有の仕組みを作り、成功事例を学び合うと

ともに、各地域に適合する方法やアプローチを検討することが求められている。 

WRMA は WRUA の設立や活動を支援することになっているが、意思伝達は WRMA から

の一方方向になりがちである。WRMA－WRUA 間の相互連携を強めるためにも、WRMA

が「ベスト WRUA 活動賞」のような制度を設けて、各地域事務所からの情報が本局に集ま

り、かつ他の地方へも情報が共有される仕組みを作ることも考えられる。 

本プロジェクトの活動にはナレッジマネジメント制度の構築が含まれているが、まだ実

施されていないため、プロジェクトチームはこのような相互学習システムの構築について

考慮すべきである。 

 

(5) ローカルリソースの有効活用 

効率的・効果的なコミュニティ防災活動の実施のためには、ケニア赤十字、World Vision、

青年ボランティアグループなどコミュニティ活動の知識や経験が豊富なローカルリソース

を有効に活用することが不可欠である。WRMA に求められる役割は、コミュニティ防災活

動の実施を技術的に側面支援することである。 

 

(6) PDMの改訂 

成果 1 および成果 2 の指標（1-4 と 2-3）は未だ数値が設定されていない。研修計画案が

合意され次第、早急に適切な数値を設定するとともに、PDM 全体についても改訂の必要性

について再度検討するべきである。 

 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

付属資料１．協議議事録及び２.合同評価議事録 
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